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序   文 

 

独立行政法人国際協力機構は、エチオピア連邦民主共和国の「道路損傷防止機材整備計画」に

かかる協力準備調査を実施し、平成 25 年 11 月 13 日から平成 25 年 12 月 18 日及び平成 26 年 5 月

10 日から平成 26 年 6 月 7 日まで調査団を現地に派遣しました。 

 

調査団は、エチオピア政府関係者と協議を行うとともに、計画対象地域における現地調査を実

施しました。帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 

 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つこと

を願うものです。 

 

終わりに、調査にご協力とご支援いただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

 

平成 27 年 3 月 
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社会基盤・平和構築部 

部長 中村 明 
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1. 国の概要 

エチオピア連邦民主共和国（以下、「エ」国）は、人口約 8,300 万人（外務省 ODA ホー

ムページ、2010 年）、国土面積は約 110 万平方キロメートルであり（日本の約 3 倍）、ア

フリカ東部のサイの角のように突き出した輪郭から、通称「アフリカの角」と呼ばれる

地域の中心に位置し、東にソマリア、西にスーダン、南にケニア、北はエリトリア、北

東にジブチと国境を接する内陸国である。 

 

2. プロジェクトの背景、経緯及び概要 

内陸国の特徴として、「エ」国は貨物・旅客輸送の 95%以上を道路運輸交通に依存して

おり農産物や物資等の流通に必須である幹線道路の整備が国家の重要課題である。「エ」

国は国家予算の 30%を道路整備に配分し、本プロジェクトの相手国関係機関であるエチ

オピア道路公社（Ethiopian Road Authority：ERA）が主導して道路ネットワークの整備が

進められてきた。その結果、道路密度は 1997 年 0.024km/km2 から 2012 年 0.057km/km2、

舗装率は 1997 年の 22％から 2012 年の 64%へと向上してきた。さらに、道路セクター開

発プログラム（RSDP）により、道路資産が顕著に増大し、2012 年は、1997 年に比べ、

道路延長が 2.1 倍に増加し、良好な状態の道路（Good condition）の延長は 6.1 倍に増加し

た。このような整備の進捗により、ERA には道路の絶対量を増やすことだけではなく、

蓄積された道路資産を守る適切な維持管理が求められている。貨物車両の過積載は道路

を損傷する要因の一つである。過積載車による道路損傷、その損傷によって引き起こさ

れる事故、渋滞によりこれまで続けてきた道路整備効果が阻害されている。ERA は過積

載車に対して、反則金の徴収に加えて過積載分の荷下しを強制する等、厳しい管理を実

施しているが、既設荷重計（単軸）の老朽化による計測信頼性の低下、また計測所数の

不足から、十分な取締りを行うことができていないのが現状である。このような状況を

踏まえ、「エ」国政府は我が国に対し、既設計測所 11 箇所の荷重計（単軸）11 台の更新、

新設する計測所 8箇所の荷重計 8台の新設に係る無償資金協力を 2012年 9月に要請した。 

 

3. 調査結果の概要とプロジェクトの内容 

現地調査により、道路網上の過積載防止効果、他プロジェクトとの整備重複、用地と

しての適切性（新設の場合）などの観点から要請 19 箇所から 14 箇所が協力対象候補と

して選定された。 

 
地域 計測所名 数量 

1) 更新 11 箇所 
アディスアベバ近郊 スルレタ、アレムゲナ、ホレタ、センダファ 4 
アムハラ州 コンボルチャ 1 
オロミア州 モジョ、アワシュ、シャシャマネ 3 
南部諸民族州 ジンマ 1 
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地域 計測所名 数量 
アファール州 セメラ 1 
ソマリ州 デンゲゴ 1 
2) 新設 3 箇所 
ティグライ州 クイハ 1 
アムハラ州 ワレタ、ティク 2 

 

機材（荷重計）は、ERA の取り締まり方針から、短い計測時間と高い計測精度を満足

する日本製の多軸同時計測荷重計となった。本機材供与には少なくない負担の土木工事

が含まれる。荷重計据付に係る土木工事は日本側、計測所諸施設整備に係る土木工事は

「エ」国負担となった。 

 

4. プロジェクトの工期及び概略事業費 

本プロジェクトを我が国の無償資金協力により実施する場合、実施設計期間は 11 カ月、

機材調達期間は 11 カ月と予定される。本プロジェクトは我が国の無償資金協力の取り決

めに従って実施され、事業費は本プロジェクトに対する交換公文締結の前に決定される。 

 

5. プロジェクトの評価 

(1) 妥当性 

エチオピア国では、過積載による主要国道の道路損傷が全国規模で発生している。本

プロジェクトで供与する荷重計は、これを防止するものであり、裨益対象は貧困層を含

む一般国民約 8,300 万人に及ぶ。（外務省 ODA ホームページ、2010 年） 

我が国の対エチオピア国援助方針（平成 24 年 4 月）は、エチオピアは主要都市間の幹

線道路は道路・橋梁の維持管理が不十分なため、交通に支障をきたし、経済開発の障害

になっていると認識し、「エチオピア５か年開発計画」が掲げる農業開発と工業化の両方

の実現のため、経済・社会インフラ開発を支援することとしている。本プロジェクトは、

我が国の高い技術力を活かすものであり、本方針と合致する。 

以上から、本プロジェクトを、我が国無償資金協力により実施することは妥当である

と判断される。 

 

(2) 有効性 

1) 既設計測所の効果 

既設荷重計（単軸）を本プロジェクトで複数軸同時計測が可能な荷重計に置き換え

ることで、6 軸トレーラーの計測時間が、180 秒から 10 秒へ短縮される。加えて計測

結果の記録、出力をマニュアルから電子化することによりさらなる計測＋待ち時間の

短縮が期待される。 

2) 新設計測所の効果 
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本プロジェクトで新設される計測所により、過積載規制が既設計測所により規制さ

れていた約 3,000km に加えて約 3,200km の区間で強化され約 6,200km となる。これは

全舗装道路 9,875km の約 60%である。 

定量的効果は次表のようにまとめられる。 

 

表 1 定量的効果 

指標名 基準値（2012 年） 目標値（2018 年【事業完成 3 年後】） 
計測時間（秒／台） 180 10 
過積載規制強化区間（km） 約 3,000 約 6,200 
出典：準備調査団 

 

(3) 留意点、提言 

本プロジェクトは「エ」国負担工事が大きく、入札数量（協力対象機材数）はこの工

事の完成高による。数量を把握するため日本側による「エ」国負担工事の適切なモニタ

リングが必要である。 
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調査対象地域図 



道路損傷状況 国道 1 号線（アディスアベバ―ジブチ線）貨物に合わせるように片 
側車線（各写真の右側）の路面が損傷しているのが明らかである（本文 4.4.1 参照）。

貨物車両 積めるだけ積む（写真の貨物は軽量なので過積載とは限らないが危険）。
右は貨物車両の主役、6 軸トレーラ、これを計測対象車両とした（本文 3.2.2.2 参照）

発展するエチオピア（アディスアベバ）の状況 市内は商業ビル、郊外では共同住宅
の建設ラッシュ、建設資材は過積載の主原因（本文 2.2.2.2(2)参照） 

古い既設計測所（本プロジェクトで機材更新予定）左：軸重計、6 軸では 6 回計測す
る。右：取付道路には計測車両がすれ違える幅が必要（本文 2.1.4.1 参照） 

 
写真（１／２） 



近年整備されたセンダファ計測所（機材更新予定）左：軸重計（単軸）、右：余裕の
ある用地が確保されているので新設計測所の参考例とした（本文 3.2.2.3 参照） 

環境社会配慮 コンボルチャ 左：第 2 次現地調査時に先方職員立会で用地を確認。
右：コンボルチャ近郊の道路拡幅に伴う家屋補償、移転の実施状況（本文 2.2.3 参照）。

環境社会配慮 デンゲゴ 左：住宅ではなく敷地内にある小規模商店が移転対象。
右：第 2 次現地調査時に先方職員立会で用地を確認している状況（本文 2.2.3 参照）。

 
新設予定地 ウォレタ計測所 左：交通結節点となる T 字路の直近（本文 3.2.2.1 
参照）、右：設置は重方向側、先方負担（盛土）で用地を構築（本文 3.2.4.3 参照）。 

写真（２／２） 
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第 1 章 プロジェクトの背景・経緯 

1.1 当該セクターの現状と課題 

1.1.1 現状と課題 

エチオピア連邦民主共和国（以下、「エ」国）では、道路の未整備が課題となっており、

本プロジェクトの相手国関係機関であるエチオピア道路公社（Ethiopian Road Authority：

ERA）が主導して道路ネットワークの整備を進めている。近年は各国ドナーの協力を得

つつ、幹線道路の整備や農村道路の拡大を図っている。「エ」国では国家予算の 30%が道

路整備に配分され、貨物・旅客輸送の 95%以上を道路運輸交通に依存している。さらに、

道路セクター開発プログラム（RSDP）により、道路資産が顕著に増大している。その結

果、道路延長は 1997 年 26,550km から 2012 年 63,083km と 137%増加、道路密度は 1997

年 0.024km/km2から 2012年 0.057km/km2、舗装状態が良好と評価された道路は 1997年22％

から 2012 年 64％と向上している。 

 

表 1.1 「エ」国の道路整備状況 

指標 1997(RSDP I) 2012(RSDP IV) 
道路網整備の進捗(km) 26,550 63,083 (+137%） 
道路密度(km/km2) 0.024 0.057 
良好な状態の道路率(%) 22%  64% (+42%) 
舗装道路（アスファルト） 3,708km 9,875km (+166%) 
出典：ASSESSMENT OF 15 YEARS PERFORMANCE Of RSDP, ERA, 2013 

 

この結果「エ」国の道路網の整備は一定の水準に達し、道路の絶対量を増やすことに

のみ注力した時期を経て、増大する交通から道路を守りつつ、さらなる道路整備が求め

られる状況にある。今後は、計画通りの道路整備を阻害しないためにも、資産の維持管

理を適切に行うことが課題となっている。 

 

1.1.2 開発計画 

道路整備事業および荷重規制に係る上位計画として次の 4 計画を取り上げる。 

(1) 道路セクター開発プログラム（RSDP：Road Sector Development Program） 

(2) 全国交通マスタープラン（National Transport Master Plan) 

(3) ERA が進める近代化（Modernization） 

(4) ERA による荷重計測所計画（Design and Implementation of Modern Axle Load 

Control System） 

以下にそれぞれについて述べる。 

 

(1) 道路セクター開発プログラム（RSDP：Road Sector Development Program） 
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エチオピア政府は、1997 年から 5 ヶ年または 3 ヶ年ごとの RSDP を策定して実施して

おり、この RSDP に基づき、ERA は幹線道路や接続道路の修繕、改良及び主要なアクセ

ス道路・地方道路の建設と維持管理を実施してきた。 

現在は第 4 期を実施中である。 

 RSDP I - Period from July 1997 to June 2002 (5 year plan) 

 RSDP II - Period July 2002 to June 2007 (5 year plan) 

 RSDP III - Period July 2007 to June 2010 (3 year plan) 

 RSDP IV - Period July 2010 to June 2015 (5 year plan) 

 

15 年間の RSDP の支出額は、表 1.2 に示すように 1,085 億ブル（64 億ドル）である。 

 

表 1.2 RSDP の実績(15 年間：1997～2011) 

 
Physical Works (Km) Budget (Million Birr) 

Plan Actual % Plan Actual % 
RSDP I 8,908 8,709 98 9,813.0 7,284.6 74 
RSDP II 8,486 12,006 141 15,985.8 18,112.9 113 
RSDP III 20,686 19,250 93 34,643.9 34,957.9 101 
RSDP IV (two years) 57,112 41,398 72 47,405.2 48,107.2 101 
Total RSDP (15 years) 95,192 81,363 85 107,847.9 108,462.6 101 
出典：Assessment of 15 years performance of RSDP, ERA, January 2013 

 

RSDP の主要な財源は、エチオピア政府であり、次いで、Road Fund Office である。ま

た世界銀行、EU、アフリカ開発銀行等の国際援助機関や日本を含む二国間援助も 25%を

占めている。 

 

表 1.3 RSDP の財源（15 年間：1997～2011） 

(単位：100 万 Birr) 

Financier RSDP I 
( 5years) 

RSDP II 
(5 Years) 

RSDP III 
(3years) 

RSDP IV 
(2years) 

Overall 
Disbursement 

during 15 years 
% 

GOE 3,455.50 8,669.50 20,354.80 36,299.30 68,779.00 63.4 
Road Fund 978.2 2,555.80 5,030.10 2,583.20 11,147.30 10.3 
Community 0 884.8 683.5 305.2 1,873.60 1.7 
World Bank 1,432.90 3,135.30 2,544.20 2895.4 10,007.70 9.2 
European Union 678.1 1,049.70 3,485.00 1,487.80 6,700.70 6.2 
China   1,252.70 2926.4 4179.1 3.9 
African 
Development Bank 506.4 517.8 496.4 651.5 2172 2.0 

Japan 164.9 380 307.1 240.9 1092.9 1.0 
OPEC Fund for 
International 
Development 

0.3 293.3 213.6 26.5 533.7 0.5 
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Financier RSDP I 
( 5years) 

RSDP II 
(5 Years) 

RSDP III 
(3years) 

RSDP IV 
(2years) 

Overall 
Disbursement 

during 15 years 
% 

(OFID) 
Germany 27.7 302.6 67 45.2 442.5 0.4 
Arab Bank for 
Economic 
Development in 
Africa (BADEA) 

0 59.9 175.2 164.9 400 0.4 

United Kingdom 23.2 135.1 58.6 176.5 393.3 0.4 
Nordic 
Development Fund 14.8 63.9 97.2 17.7 193.6 0.2 

Saudi Fund for 
Development 0 39.3 123.2 181.9 344.3 0.3 

Kuwait Fund   49.9 104.8 154.7 0.1 
Ireland 2.6 20.9 19.3 0 42.8 0.04 
Sweden  0 5 0 5 0.005 
TOTAL 7,284.60 18,113.00 34,957.80 48,107.20 108,462.2 100 
出典：Assessment of 15 years performance of RSDP, ERA, January 2013 

 

表中で RSDP 財源の 10.3%を占める Road Fund の財源の一部は過積載の罰金である。 
 

 

 
(2) 全国交通マスタープラン（National Transport Master Plan) 

EU の支援により、全国交通マスタープランが 2008 年に策定された。全国交通マスタ

ープランは、2008～2027 年の 20 年間における道路、鉄道、航空、内陸水運、ドライポー

ト及び都市交通、地方交通、交通安全、組織・制度を対象とした総合交通計画である。 

トラックの荷重計測については、Appendix1.7 の Annex5 “Weigh Stations and the Operation 

of Weighbridges in Ethiopia”で述べられているが、既存 9 計測所（2008 年当時）を一度だけ

通過するような運用方法等をトラックの所要時間短縮の観点から提案するものであり、

新たな計測所設置の検討などは行っていない。 

 

(3) ERA が進める近代化（Modernization） 

ERA は、道路利用者のニーズ（品質、コスト、運送時間の改善）を満たすため、組織

の近代化を進めている。また、契約管理、競争の促進、品質保証、調査、人材育成の近

代化のためのプロジェクトを実施している。そのため、次の写真に示すような

基金の財源は 1) 政府割当金、2) 燃料税、3) 車両ライセンス更新料（毎年）、4) 過積載の罰

金、5) その他、となっており、財源の 85%は道路・橋梁部門の維持管理に充てられている。

過積載の取り締まりによって、違反者は徴収金の納付が義務付けられている（金額は法廷で決

定）。徴収金は財務省に一旦納入された後、道路基金から ERA へ割り当てられ、道路・橋梁の

維持管理費用に充てられる。道路部門と橋梁部門の予算割り当ては、概ね 90%（道路）：10%（橋

梁）の割合であり、道路維持管理への割り当てが大きい。 
出典：国道一号線アワシュ橋架け替え計画準備調査(その 2)報告書 2011、JICA 
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Modernization Office を本部内に設け、近代化を推進している。 

 

 
写真 1.1 ERA Modernization Office 

 

過積載関連の近代化は、次項の調査で検討され、本プロジェクトでも成果の一部を取

り込むことで ERA と合意した。 

 

(4) ERA による荷重計測所計画(Design and Implementation of Modern Axle Load Control 

System) 

2013 年 6 月から開始された、インドとエチオ

ピアのコンサルタントの JV（LEA Association 

South Asia Pvt. Ltd (LASA, India) and CORE 

Consulting Engineers PLC (Ethiopia)）による標

記調査で、軸重計管理システムの近代化に係る

検討を実施している。当該調査の資金源は、エ

チオピア政府の Road Fund である。当該調査の

目的は、「軸重計管理システムを近代化するこ

とで過積載を 小化し、舗装を守り、長寿命化

する」ことであり、調査内容は以下の通り。 

[ Phase I ] 

A. Review of the current situation 

B. Design of the Axle Load Control System 

C. Detailed proposal for Necessary 

modifications of the existing legislation 

D. Preparation of Guidelines and Action plan 

for implementing the Axle Load Control 

System 

E. Preparation of Bid Documents and Support in tendering process 

図 1.1  Phase-I 最終報告書表紙 
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[ Phase II ] 

F. Support during the implementation of the pilot stage 

 

調査の phaseⅠは、2014 年 6 月に終了した。 終報告書では、19 箇所の計測所につい

て、年平均日交通量、設置道路の重要性、道路網上の位置などを指標として、表 1.4 に示

す評価結果がまとめられた。 

 

表 1.4 ERAによる荷重計測所計画 

番号 名称 

新旧 緊急性 機材 
A:新設 AA:5 年以内整備 A:荷重計＋動態計測
B:既設 A:10 年以内 B:荷重計 
BA:移設 C:整備済み C:移動式荷重計 

D:現状維持 
1 Semera ｾﾒﾗ A AA A 
2 Amba Giyorgis ｱﾝﾊﾞｹﾞｵﾙｷﾞｽ A A B 
3 Assosa ｱｿｻ A AA C 
4 Yabelo ﾔﾍﾞﾛ A AA B 
5 Jijiga ｼﾞｸﾞｼﾞｶﾞ A AA C 
6 Quiha ｸｲﾊ A A B 
7 Bure ﾌﾞﾚ A A B 
8 Woreta ｳｫﾚﾀ A AA B 
9 Nekemte ﾈｹﾑﾄ A A B 

10 Alemgena ｱﾚﾑｹﾞﾅ BA AA A 
11 Holleta ﾎﾚﾀ B AA B 
12 Sululta ｽﾙﾙﾀ B AA B 
13 Sendafa ｾﾝﾀﾞﾌｧ BA C D 
14 Modjo ﾓｼﾞｮ B AA A 
15 Awash ｱﾜｼｭ B AA A 
16 Jimma ｼﾞﾝﾏ B AA B 
17 Shashemane ｼｬｼｬﾏﾈ BA AA B 
18 Combolcha ｺﾝﾎﾞﾙﾁｬ BA AA B 
19 Dengego ﾃﾞﾝｹﾞｺﾞ B AA B 

出典：報告書 Chapter 4 Design of New Weughbridge Station 
 

1.1.3 社会経済状況 

(1) 「エ」国の経済成長 

近年のアフリカ諸国の経済成長は目覚しく、53 ヶ国の平均成長率は世界平均を上回り、

トップである。特に「エ」国の成長は、世界平均の 3 倍以上を記録している。 

 

表 1.5 アフリカ 実質ＧＤＰ成長率推移 TOP5、他（%） 

国地域／年 2006 2007 2008 2009 2010 
エチオピア 10.8 11.5 10.8 8.8 12.6 

ナイジェリア 6.2 6.4 6.0 7.0 7.9 

ガーナ 6.4 6.5 8.4 4.0 7.7 

タンザニア 6.7 7.1 7.4 6.0 7.0 
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国地域／年 2006 2007 2008 2009 2010 
スーダン 9.4 8.1 7.8 6.1 6.4 

アフリカ 53 ヶ国平均 6.2 6.5 5.6 3.1 5.0 

世界平均 4.1 4.0 1.4 -2.3 4.0 

出典： AFDB African statistical yearbook 2012 

 

この経済成長に牽引され、生活物資、建設資機材等の貨物輸送が増大している。また 1

人あたりの所得の上昇は旅客輸送を増大させ、これら貨物と旅客、双方の増大が相俟っ

て交通量を急激に上昇させている。このような急激な経済成長による、予測を上回る交

通量の増加が路面破損を促進し、道路維持管理の課題となっているのが現状である。 

 

(2) 交通量増加 

「エ」国交通量は経済成長に伴い増大を続け、特に 1999-2009 年間のトラック、トレー

ラ交通量の年伸び率は約 13%であり（図 1.2）、2004-2009 年間の平均経済成長率約 11%（表

1.5）を上回るほどである。図 1.2 にある 2009 年の合計交通量は 1999 年の約 3.4 倍であり、

この率で伸びると 2030 年交通量は 2009 年の約 13 倍と予想され、過積載対策を含む道路

損傷防止策が増々重要となるのは明らかである。 

 

 
出典：Annual Traffic count 2010 ERA 

図 1.2 交通量の推移 

 

図 1.2 右はトラック・トレーラ等の重車両が国道へ集中していることを示している（青

三角）。このような交通量の増大と国道への集中は、国道補修頻度を増加させ、ERA の維

持管理能力を上回るほどである。路面損傷は、道路の走行性の低下→走行速度の低下→

輸送時間の増加→輸送コストの上昇→物価の上昇と結び付き、輸送コストを下げるため

にさらなる過積載という悪循環も懸念される。 
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1.2 無償資金協力の背景・経緯及び概要 

これまでに述べてきた、現状（道路資産の蓄積）と課題（過積載による資産の損傷）

が過積載規制の意義と必要性を示している。 

ここであらためて過積載が道路へ与える影響を図1.3 に示す。 

 

 
出典：道路に大きなダメージを与える違反車両の指導取締パンフレット、国交省

大阪国道事務所（2013） 

図 1.3 過積載の影響 

 

過積載を規制することが道路の保全に非常に効果的なことは明らかであり、前節で述

べたような今後の経済発展と交通量の伸びを考慮すれば過積載規制の強化は道路保全に

とって必須事項である。 

このような状況で、ERA も過積載を道路損傷の要因のひとつと認識している。 

 
また、我が国も JICA が実施した無償資金協力による道路整備報告書で道路の保全のた

めに荷重計による過積載車両の取り締まり強化が提案されている。 

 
このように過積載規制の必要性は多方面から指摘され本プロジェクトの意義には疑い

がない。 

 

 

「3.2 Conclusion and Recommendations 
It should be noted that road deterioration largely is caused by the flow of heavy vehicles such as trucks and trucks 
trailer.」 

Annual Traffic count 2010 ERA

エチオピア国 第四次幹線道路改修計画準備調査報告書 2011 にある提言 
 「・・・また、舗装構造の損傷は重車両の走行が大きな影響を与える。以上の観点から以下の

提言を行う。」 
 「舗装構造の損傷を防ぐために、荷重計を装備して過積載車の取り締まりを実施することを提

案する。」 
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1.3 我が国の援助動向 

我が国の対エチオピア国援助方針（平成 24 年 4 月）は、エチオピアの主要都市間を結

ぶ幹線道路にある道路・橋梁の維持管理が不十分なため、交通に支障をきたし、経済開

発の障害になっていると認識し、「エチオピア 5 箇年開発計画」が掲げる農業開発と工業

化の両方の実現のため、経済・社会インフラ開発を我が国の高い技術により支援するこ

ととしている。本プロジェクトは、我が国の高い計測技術を活かすものであり、本方針

と合致する。 

道路セクターにおける我が国の援助実績を表1.6 に示す。表のうち、網掛けしたプロジ

ェクトが、本プロジェクトの保全対象となる我が国が支援した道路・橋梁プロジェクト

である。 

 

表 1.6 我が国の道路セクター援助状況 

案件名／その他 実施年度 概要 
幹線道路改修計画 1998～現在 第 1 次～第 4 次の 3 号線アディスアベバ－デ

ブレマルコス間約 288km を約 190 億円（2013
年）で整備中（整備済み約 223km） 

橋梁管理アドバイザー 2000～2006 橋梁管理専門家派遣、延 3 名 
アレムゲナ道路建設機械訓練センター 2002～2005 技術協力プロジェクト、技能訓練 
橋梁維持管理能力向上プロジェクト 2007～2011 技術協力プロジェクト、橋梁維持管理組織改

善 
アバイ渓谷地すべり対策プロジェクト
準備調査 

2009 地滑り調査と対策の立案 

アバイ渓谷道路機材整備計画準備調査 2009～2011 地滑り対策機材の供与、9.6 億円 
地方橋梁改修計画準備調査 2009～2011 南部地域アワシュ橋(109m)、モジョ橋

(90.5m)、ゴゲチャ橋(38m）3 橋梁改修計画

アバイ渓谷地すべり対策調査プロジェ
クト 

2010～2011 開発計画調査型技術協力、地滑り調査と対策
の立案 

国道一号線アワシュ橋架け替え計画 2011～現在 アワシュ橋(145m)架替、12.01 億円 
出典：外務省資料、JICA 報告書より準備調査団作成 
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図 1.4 本プロジェクトの保全対象となる日本プロジェクト 

 

1.4 他ドナーの援助動向 

他ドナーが実施している道路上に荷重計を設置する案件はない。 

自己資金により、近年 2 箇所の計測所（A2 号線：Sendafa、A1 号線：Semera）が設置

され、現在施工中の道路（A8 号線：Mega）に 1 箇所が設置される予定である。 

なお、上記計測所で導入された荷重計は従来と同じ形式の単軸計測である。 

ERA による Design and Implementation of Modern Axle Load Control System（1.1.2(4)参照）

では、19 箇所の計測所が必要とされ、そのうち 4 計測所(Semera、Alemgena、Modjo、Awash

計測所)で動態計測所の設置が提案され、自己資金により整備される予定となっている。 
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第 2 章 プロジェクトを取り巻く状況 

2.1 プロジェクトの実施体制 

2.1.1 組織・人員 

2.1.1.1 エチオピア道路公社 

「エ」国側実施機関となるエチオピア道路公社（ERA）は、自国予算及び日本を含めた

外国からの援助による道路整備事業を数多く実施していることから、本プロジェクトに

ついてもその実施後の運営・維持管理を含め十分に対応できる組織と考えられる。ERA

組織を図 2.1 に示す。 

 

 
出典：MD 資料より準備調査団作成 

図 2.1 ERA全体組織図 

 

図のような組織に 17,180 人の職員が在籍する（2010 年）。図中に赤で示した部署が本

プロジェクトに関連する。このうち、特に重要な軸重管理チームを次項で説明する。 

 

2.1.1.2 軸重管理チーム（Axle Load Management Team） 

既存の 10 箇所の計測所は、ERA の軸重管理チーム（Axle Load Management Team）下に

置かれている。図 2.2 に軸重管理チームの組織図を示す。 
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Axle Load Team Organization Chart

Team Leader

Administrator Assistant 1
Technician 2
Inspector 4
Office Manager 1
Stock Clerk 1
Driver 2

Combolcha

Station Supervisor 1
Inspector 6
Cleaner 1
Security man 3
Driver 1

Jimma

Station Supervisor 1
Inspector 6
Cleaner 1
Security man 3
Driver 1

Modjo

Station Supervisor 1
Inspector 12
Cleaner 1
Security man 4
Driver 1

Holleta

Station Supervisor 1
Inspector 9
Cleaner 1
Security man 3
Driver 1

Sululta

Station Supervisor 1
Inspector 9
Cleaner 1
Security man 3
Driver 1

Awash

Station Supervisor 1
Inspector 9
Cleaner 1
Security man 3
Driver 1

Sheshemene

Station Supervisor 1
Inspector 9
Cleaner 1
Security man 3
Driver 1

Dengego

Station Supervisor 1
Inspector 9
Cleaner 1
Security man 3
Driver 1

Sendafa

Station Supervisor 1
Inspector 9
Cleaner 1
Security man 3
Driver 1

Alemgena

Station Supervisor 1
Inspector 9
Cleaner 1
Security man 3
Driver 1

 
注）セメラは不具合のため稼動していないので要員は配置されていない。 

出典：ERA 

図 2.2 Axle Load Team組織図 

 

各軸重計測所には、Station Supervisor 以下、交通量に応じて 6～12人の検査官（Inspector）

や警備員等が配置されている。本部の人員には、Technician が 2 名おり、軸重計の維持管

理と可動軸重計（Mobile weighbridge）による計測を行う Mobile Team（2 チーム）を兼任

して、荷重計の定期点検と計測所以外の箇所での軸重計測を実施している。軸重管理チ

ームには、合計 約 100 人が配属されている。 

 

 
出典：準備調査団 

写真 2.1 軸重計測所の勤務態勢 

 

計測所では、検査官が 2～4 人一組の 3 チーム編成され、写真 2.1 に示すように昼夜 2

シフトで 2 日勤務、1 日休暇の勤務態勢で 24 時間 365 日検査を実施している。 
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2.1.2 財政・予算 

(1) ERA 全体の予算 

ERA の 2008 年から 2014 年にかけての 6 年間の予算は表 2.1 に示すとおりである。 

 

表 2.1 ERA年間予算（単位：百万ブル） 

会計年 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2014/15 

予算（百万ブル） 9,816 12,543 13,585 20,502 21,950 29,697 

伸び率(%) - 28 8 51 7 35 

出典：ERA 

 

「エ」国の道路整備重視の政策から、今後とも道路関係予算は同様の傾向で推移するも

のと考えられる。 

 

(2) Road Asset Management の予算 

現状の 11 計測所の年間部品代は、0.6 百万ブルであり、Road Asset Management の予算

に占める割合は 0.02%である。計測所を所管する Road Asset Management の 2014/15 予算

は、2,947 百万ブルであり、これは同期の ERA 全体予算の約 10%を占める（表 2.1 参照）。 

 

2.1.3 技術水準 

(1) 既存荷重計の現状 

ERA による既存の荷重計の使用状況、整備状況の維持管理状況等を調査した、詳細を

巻末資料に添付する。2013 年に設置したセンダファ、セメラを除き、9 箇所の機材は 27

～40 年が経過している。当初は Aequitas 社（仏）及び Avery 社（英）の商品を設置した

が、故障部品の入手が困難な事から 9 基のうち 5 基はロードセルを含む主要部分を豪州

製品（Ultra Scales 社、Master-K 社）に変更して対応するなど、長年に渡って機材を維持

管理できる技術力を有している。 

 

   
地上レベルに設置されたロードセル

（水に強い構造）(デンゲゴ） 

Ultra Scales 社(豪)がシステム再構築

（表示板は Gedge System 社製） 

ロードセルは GL-1.2m に設置。 

ピット内は乾燥状態。(スルルタ) 

出典：準備調査団 

写真 2.2 機材の管理状態 
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(2) 荷重計の定期検査 

荷重計は専門部署である Ethiopian Authority for Standardization（Ministry of Trade 傘下） 

により毎年 1 回定期的に検査されている。検査は 100kg の標準荷重を使用して 1t、3t、5t

迄の各点を測定する。5t を超える計測点に対しては、先ずダミー荷重を載せ、それに 2t

又は 3t の標準荷重をのせて計測範囲の 75%程度の荷重点までの合計約 10 点を測定し、

其々の誤差を算出している。このような検査により機材の精度は良好に維持されている。 

 

  
20kg 標準荷重 検査合格証 

写真 2.3 精度検査の分銅と検査結果証明書 

 

(3) 定期点検 

軸重管理チーム（Axle Load Management Team）のうち、ERA 本部には保守管理要員 8

名が配置されており（Technician2 名1、補助要員 3 名 x 2 チーム）、2 チームで分担して定

期巡回により保守管理を実施している。 

定期点検は、機材の使用頻度（計測車両の数）に応じて年 1～3 回行い、必要に応じて

主要部品の交換作業を実施しており、機材の管理状態は良好と判断される。作業はリン

ク機構や荷重点部分の部品の交換であり、移動を含めて修復に 1－3 日で完了する内容で

ある。 

故障は年 1－2 回発生している機材もあるが、発生件数ゼロの機材も多く見られる。落

雷による電気系統の故障（年 1－2 回、アレムゲナ）なども発生しているが、その都度 ERA

本社の技術者が修復している。落雷や停電による機材の停止は短時間で回復しているの

で、取り締まりに支障はない。 

修理部品はアディスアベバ市内のメーカの代理店から購入している。 

                                                        
1 Electrishan, Mechanichan 各 1 名 
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2.1.4 既存計測所・機材 

2.1.4.1 既設計測所 

既存計測所は、図 2.3 に示すように全国 11 箇所にある。近年設置されたセンダファ、

セメラを除き社会主義政権時代に整備されたものである。 

 

 
出典：準備調査団 

図 2.3 既存計測所位置図 

 

設置当時の「エ」国の社会状況を反映して、物流の中心であるアディスアベバとジプ

チを結ぶ 1 号線上とその他国道上にアディスアベバを囲むように配置されているが、図

から分かるように国境周辺が手薄である。 

図 2.4 に標準的な既設計測所（図 2.3 の 10.スルルタ）を示す。MD7-11 にある「フル

ファシリティ」とは、図中の計測室、管理棟を含めた計測所施設全般である。 
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出典：準備調査団 

図 2.4 計測所施設 

 

計測室内の機材と計測中の職員、計測結果の表示状況を写真 2.4 に示す。 

 

 

出典：準備調査団 

写真 2.4 計測室内 

 

写真 2.4 にある計測結果の記録とは別に、次の写真 2.5 のように、多岐に渡る情報の

記録が手作業で行われている。長い時間を要する記帳は、その間待たされる利用者から

改善を求められている。 
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出典：準備調査団 

写真 2.5 計測室内での記録 

 

ERA はこの記帳を時間短縮のため近代化（電子化）する意向を強く持っており、詳細

は Design and Implementation of Modern Axel Load Control 調査でオンライン化を含めて検

討されている。本プロジェクトでも検討結果を活用することで ERA と合意している。 

各計測所の検査実施状況は、道路ファンドの要請により毎月 ERA 本部で集計され過積

載規制の効果を示す統計としてまとめられている。このような記録体制、内容から ERA

の過積載問題へ取り組む強い姿勢が伺える。 

 

2.1.4.2 取締り状況 

ERA の再編を規定する Proclamation No. 247/2011 の Article 6(11)において、ERA が幹線

道路（Highway）上を走行する車両の大きさ及び重量を規制する権限と責務を持つことが

明示されている。（出典：ICR of Consultancy Service for the Design and Implementation of 

Modern Axle Load Control System） 

現地視察やヒアリングからも、ERA が単独で超過貨物の荷降ろし及び免許の没収を行

っていることが確認された。 
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出典：準備調査団 

写真 2.6 計測所における荷降ろし状況 

 

この権限により、貨物を積載したすべての大型トラックおよびトレーラーは、計測所

で計量を受けなければならない。上述した荷降ろしに加えて、ドライバーは計測所で免

許証を没収され（写真 2.7）、違反切符（同 2.7）により１ヶ月間は免許証無しの運転が許

される。ドライバーは 1 か月以内に、最寄りワレダ（Wareda：郡)の裁判所へ出頭して罰

金を支払い、支払証明書（同 2.7）と交換に免許証が返却される。 

 

 
出典：準備調査団 

写真 2.7 免許証の没収と罰金 

 

ERA は、計測所までの過積載で受けた道路損傷を罰金で補修、計測後の荷降ろしによ

る過積載の解消で計測所通過後の道路損傷がなくなる。このような取り締まりの組み合

わせで過積載による路面損傷の全面的な防止が可能となると考えている。罰金と荷降ろ

しを同時に課すのは、他に例を見ないような大変に厳しい取締りである。 

「1.1.2 (4)荷重規制の上位計画（Design and Implementation of Modern Axle Load Control）」
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によれば、ERA は ERA による罰金徴収を近い将来に実施することを考えている。このた

め、今次導入する荷重計には、罰金を徴収される利用者の不満を解消するため、計測結

果の透明性、公正性、公平性が求められている。 

表 2.2 は 2002 年から 2012 年までの過積載率の推移を ERA がまとめたものである。 

 

表 2.2 過積載の減少傾向 

年 計測軸数 過積載軸数 過積載率(%) 

2002/2003 302,401 113,708 38 

2003/2004 316,955 109,987 35 

2004/2005 414,898 149,145 36 

2005/2006 434,873 157,688 36 

2006/2007 416,780 136,944 33 

2007/2008 493,672 159,598 32 

2008/2009 601,309 179,181 30 

2009/2010 633,993 89,940 14 

2010/2011 615,659 76,013 12 

2011/2012 625,504 36,897 6 

出典：ASSESSMENT OF 15 YEARS PERFORMANCE Of RSDP, ERA 2013 

 

超過貨物の荷下ろしが施行されたのは 2004 年 3 月であり、それ以降過積載は減少傾向

にあり、荷卸しの過積載抑制効果が確認される。施行から 10 年が経過しており、長期的

に安定して強力な取り締まりが実施されていると言える。 

 

2.1.4.3 ERA保有道路維持管理機材 

2011 年 7 月 8 日をもって ERA の直営工事部門は ERA から分離され民営化された。現

在は災害復旧支援を目的とする部門が表 2.3 のような機材を保有している。 

 

表 2.3 ERA保有機材（2014年 1月現在） 

機材 数量 機材 数量 

Excavator 

Dozer 

Motor Grader 

Wheel Loader 

Horizontal Boring Machine 

Dump Truck 

Truck Trailer 

Tire Roller 

Road Roller 

Asphalt Finisher 

Asphalt Distributor 

4  

2  

2  

2  

1  

14  

1  

1  

1  

1  

1 

Water Tank Truck 

Truck with Crane 

Asphalt Plant 

Hot Mini Mixer 

Aggregate Plant 

Pickup Truck 

Station Wagon 

Mobile Workshop Van 

Workshop Equipment 

Total Station 

Digital Level 

1  

1  

1  

2  

1  

2  

2  

1  

1  

2  

2 

出典：ERA 

表中の機材は、「アバイ渓谷ゴハチオン－デジェン幹線道路機材整備計画」で 2011 年 8

月に引き渡した機材とほぼ同じ内容である。 
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2.2 プロジェクトサイト及び周辺の状況 

2.2.1 関連インフラの整備状況 

計測所は主要国道上に設置されるので資機材輸送に係る周辺道路は整備済みである。 

 

2.2.2 自然条件等 

2.2.2.1 自然条件 

本プロジェクトは、既存の計測所の荷重計（軸重）を置き換え、また新たな計測所を

幹線道路沿線に設置するものである。すべての設置候補箇所は、すでに開発されている

道路の周辺であり、自然公園や保護地区など自然環境で特に配慮すべき地域ではない。

また、一部を除き既設計測所は、既存の敷地内で機材を置き換えるため、周辺環境への

影響はない。用地を拡張する既計測所や新設計測所は、用地の大部分が道路用地内であ

るため、自然環境への影響は最小限である。 

 

2.2.2.2 交通状況 

ERA は主要幹線道路において、毎年各 3 回の交通調査を実施しているため、統計デー

タから最新の交通状況を把握することができる。また、既存の計測所では、積荷がある

トラックの OD（起終点）を記録しており、必要な情報を入手することができるため、既

設計測所は統計データに基づき分析を行い、新設候補地を対象として交通量調査及び簡

易 OD 調査を実施した。調査結果は資料編に示す。 

 

(1) 交通量調査 

 調査箇所：新設候補 9 箇所（ブレ、メケレ、ジグジガ、セメラ、ヤベロ、ネケムト、

アソサ、アンバギオルギス、ウォレタ） 

 調査時間：12 時間 

 調査日数：平日 1 日 

 車種：8 車種 

注） 調査箇所は第一次現地調査開始時の ERA 要請にある新設候補地に従い決定し

た。このため後述の 3.2.2.1にある「新設候補地」とは若干異なる。 

 

(2) 簡易 OD 調査 

大型トラックのドライバーに、荷物の OD（起終点）を中心としたインタビュー調査を

行った。 

 調査箇所：新設候補 9 箇所 

 サンプル数：各地点 100 サンプルを目標とした。ただし、交通量が少ないアソサ、ヤ

ベロはこれを下回った。 

 貨物品目：全体では、建設資材（Construction Materials）が最も多く、次いで、その
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他農産物（Other Agricultural Products）が多い。クイハは、近隣のメケレ市内の建設

が盛んであるため、特に建設資材の割合が高く、ヤベロ、ネケムト、アソサは、そ

の他農産物の割合が最も高い。セメラ、アンバギオルギス、アソサは、石油（Fuel or 

oil）の割合が比較的高い。 

 通過した軸重計測所：既存の計測所を通過した回数を質問した結果、各調査箇所で

80%以上が 0 箇所と回答しており、計測所を設置することによる捕捉率の増加効果が

いずれの地点でも認められる。 

 平均輸送時間：平均輸送時間の最大はクイハの 26.7 時間で、最小はジグジガの 8.8

時間。 

 

2.2.2.3 既設計測所の計測台数 

2012 年の既設計測所別の計測台数を表 2.4 に示す。最も多いモジョで年間 5 万 8 千台、

日平均に換算すると 161 台である。過積載車両の比率は 3.9～9.2%である。 

罰金の総額は、約 4.8 百万ブル（約 2,500 万円）となっている。 

 

表 2.4 既設計測所の計測台数（2012年度） 

No. 計測所 
計測台数 

（台/年） 

過積載台数 

（台/年） 

過積載台数/

計測台数 

荷降貨物

（t） 

処罰対象台数 

（台/年） 

罰金 

（ブル） 

1 モジョ 58,609 4,480 7.6% 6,307.6 3,921 1,411,446 

2 アワシュ 35,459 3,220 9.1% 3,295.8 3,894 2,295,481 

3 デンゲゴ 8,899 465 5.2% 114.3 385 375,899 

4 シャシャマネ 6,859 269 3.9% 627.9 225 61,355 

5 ホレタ 32,143 1,253 3.9% 4,260.1 1,150 225,987 

6 アレムゲナ 9,931 431 4.3% 1,434.8 378 59,074 

7 スルルタ 16,450 1,521 9.2% 3,537.0 1,316 181,130 

8 ジンマ 3,884 238 6.1% 1,549.3 162 33,376 

9 コンボルチャ 2,346 128 5.5% 101.6 123 129,250 

 
合計 174,580 12,005 6.9% 21,228.4 11,554 4,772,998 

注：2012 年度（2012.7～2013.7）に稼働中の計測所 

出典：ERA 

 

2.2.3 環境社会配慮 

2.2.3.1 環境影響評価 

 

(1) 環境社会影響を与える事業コンポーネントの概要 

1) 環境社会配慮に関するプロジェクトの概況 

本プロジェクトはエチオピア幹線道路上の計測所（候補地を含む）に荷重計を設置し、

通行車両の過積載取り締まりを強化・効率化することにより、道路損傷の防止と道路交

通の円滑化を意図している。 
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荷重計の供与対象は 14 箇所である。本プロジェクトは、当初、環境や社会への望まし

くない影響が最小限かあるいはほとんどなく、『JICA 環境社会ガイドライン』（2010 年 4

月公布版、以下「JICA ガイドライン」）に掲げるカテゴリーでは C 分類であった。しか

し、荷重計供与にあたり移設を伴うサイト（アムハラ州コンボルチャ）、及び荷重計供与

にあたり拡張を伴うサイト（オロミア州デンゲゴ）、計 2 箇所において住民移転が発生す

ることとなった。住民移転の発生状況は下表にとりまとめた通りである。 

 

表 2.5 環境社会配慮に関するプロジェクト概況（2014年 6月時点） 

区分 計測所名 内容、取得用地面積（ha） 

既設 セメラ 該当せず 

デンゲゴ 拡張、住民移転あり 1.065ha 

アワシュ 該当せず 

モジョ 該当せず 

シャシャマネ 該当せず 

ジンマ 該当せず 

アレムゲナ 該当せず 

ホレタ 該当せず 

スルルタ 該当せず 

センダファ 該当せず 

コンボルチャ 移設、住民移転あり 0.6 ha 

新設 クイハ 該当せず 

ティク 該当せず 

ウォレタ 該当せず 

出典：準備調査団作成 

 

2) 環境社会配慮の必要性が発生した経緯 

本調査では、当初、環境社会配慮分野の調査は予定されていなかったが、第 1 次現地

調査後のエチオピア側状況を踏まえて同分野の調査が追加実施された。変則的な工程と

なったことから、環境社会配慮分野が追加されることに至った経緯を社会環境配慮分野

の報告に先立ち報告する。 

既述のように、本プロジェクトは、当初、環境や社会への望ましくない影響が最小限

かあるいがほとんどない内容であり、「JICA ガイドライン」の C 分類であった。この分

類に基づいて調査の枠組み（調査団員の構成、調査工程、及び全体スケジュール等）が

策定・構成され、2013 年 11 月から 12 月にかけて第 1 次現地調査が実施された（巻末資

料参照）。 

第 1 次現地調査では、先ず、エチオピア側が協力要請している 19 箇所（既設 8 箇所、

新設 11 箇所）の候補地について現状を把握するとともに、選定基準を設定し、これに基

づいて協力対象候補地を選定した。この時点での選定基準の一つは住民移転等の環境・

社会への影響が発生しないことであった。 
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しかし、エチオピア側から、住民移転が発生するもののコンボルチャとデンゲゴを JICA

協力プロジェクトの対象地に加えたい旨、強く要望された。その理由は、両地点とも道

路ネットワーク上、過積載車取り締りの効果的な場所であることから、これまで整備を

優先してきた計測所であり、今回、住民移転対策費の捻出を踏まえても JICA の協力を得

て荷重計を設置したい、というものである。 

 

この要望を受け第 1 次現地調査終了時、住民移転が発生する 2 箇所について次のよう

に合意された。ERA が環境社会配慮文書を作成し、その内容を確認後、住民移転等を開

始することとなった。 

 

作業段階 内容 

1 ERA は、2014 年 1 月末までにコンボルチャとデンゲゴの用地を特定し、その座

標を速やかに日本側に伝える。 

2 日本側はその座標に基づいて現況を衛星画像や写真で確認し、環境と社会への

影響程度を査定し、JICA 支援対象に含めるか否かを判断する。 

3 JICA 支援対象に含める場合は、ERA は「JICA ガイドライン」に即して、Initial 

Environmental Examination (IEE)及び簡易な住民移転計画（Resettlement Action 

Plan: RAP）を策定し 2014 年 2 月末までに日本側に提出する。 

出典：準備調査団作成 

 

しかしながら、取得用地を定め移転住民数を把握するために必要な用地位置（座標な

どによる）が、ERA だけでは中々、確定できず、移転住民数も定まらなかった。またコ

ンボルチャについては移転対象世帯数が 98 世帯という用地設定がなされ、ERA が住民移

転に関する調査を実施した。この 98 世帯とは被影響住民数（PAPs：Project Affected Persons）

が約 490 人に相当し、大規模な住民移転が発生することを意味する。その場合、プロジ

ェクトの前提が大きく変わることが不可避である。このような現地状況を踏まえて、全

体スケジュールへの影響を最小限化するために、用地設置および環境社会配慮分野につ

いて技術支援することとなった。そこで業務主任/運輸交通政策・制度分野、及び環境社

会配慮分野の団員によって第 2 次調査が実施された（2014 年 5 月から 6 月）。なお環境社

会配慮分野の調査は、ERA がすでに実施した環境社会配慮関連の調査について、その調

査内容を補足し、JICA ガイドラインに基づく環境社会配慮文書の策定を支援することを

目的とする。 

 

ERA 企画計画局の承認を受けた「環境社会配慮文書」が ERA から JICA エチオピア事

務所へ 2015 年 2 月提出された。 

 

(2) ベースとなる環境社会の状況 

1) 地方行政 
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1994 年に制定された「エチオピア連邦民主共和国憲法」に基づいて、エチオピアでは

1995 年から言語を基礎にした行政区分が敷かれている。9 つの州と 2 つの特別市、その

下にワレダ（Wareda：郡）、ケベレ（Kebel：都市部の行政区、農村部の行政村）がある。

州はゾーン（Zone）に分けられる。一般的なゾーンの機能は、そのゾーン内にあるワレ

ダ（5 から 6）の予算執行等を監理したり、ワレダ間の活動を調整することである。一部

州では、ゾーンが州とワレダの間に位置する行政単位となることもある。またワレダと

並ぶ地方政府として「市」が存在する2。 

連邦制に移行して以降、エチオピアでは地方分権化が進められている。各州は独自の

州憲法や法律、行政システム、開発政策・計画及び資源管理が認められている。しかし

実際には連邦政府が定めた憲法、法律、開発政策・計画を準拠枠として踏襲している3。 

 

 
出典：USAID, 2010, Comparative Assessment Of Decentralization in Africa: Ethiopia Desk Study, p.vii 

図 2.5 エチオピアの州と特別市 

 

連邦政府から末端の行政単位であるケベレまでの構図を図 2.6 に示した。併せて、住民

移転が発生する計測所(コンボルチャとデンゲゴ)の行政上の位置も示している。 

 

                                                        
2 州政府は状況に応じて「市」を設ける権限を有しているが、全州に共通する「市」の定義は定まってい

ない。The World Bank 2014, p.9 
3 外務省、2005 年、『エチオピア国別評価報告書』、P.10 
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出典：以下 3 点の資料に基づいて準備調査団作成。①USAID, 2010, Comparative Assessment of 

Decentralization in Africa: Ethiopia Desk Study、②Central Statistical Agency, 2010, Population 

and Housing Census Report-Country – 2007、③The World Bank, 2014, Ethiopia: Second Urban 

Local Government Development Program。 

*Kebele：農村部では農民組合が Kebel の機能を果たしている。 

図 2.6 エチオピアの地方行政構造 

 

2) 民族と言語 

エチオピアは多民族国家である。直近のセンサス（2007 年）では、民族別の調査に当

たって連邦議会が管理する少数民族リストを用いており、80 以上の民族名が取り上げら

れている。2007 年センサスでは、総人口 73,750 千人のうち、オロモ族が 34%（25,363 千

人）、アムハラ族が 27%（19,878 千人）で両民族だけで総人口の半数を超える。これらに

次ぐ人口はソマリ族の 6.2%（4,586 千人）、ティグレ族の 6%（4,486 千人）で、オロモ族

とアムハラ族が突出している。 

各民族はそれぞれの言語を持っていることが多い。憲法第 39 条は、諸民族4が独自の言

語を話し書き創出する権利を有することを保証している。既述のように 9 つある州は言

語別に設けられており、その言語が州内では公用語として使われている。また州の下位

の行政単位が言語集団別に構成されている場合は、学校教育等でその言語を用いること

が認められている。 

一方、憲法 5 条では、行政用語として長く使われているアムハラ語を連邦レベルの公

用語とすることが定められている。さらに英語も公用語となっている。 

 

                                                        
4 諸民族：英語原文では「Nations, Nationalities and Peoples」と表記されている。 

連邦政府 

Federal Government 

特別行政区 

Chartered Cities (2) 

アディスアベバ、ディレダワ 

 

州 Region (9) 

アファー、アムハラ、ベニシャングル・グムズ、ガンベ

ラ、ハラリ、オロミア、ソマリ南部諸民族、ティグレ 

地方政府 Regional Government 

 

ゾーン/県 Zone (85) 

州に代わり郡の活動を調整する場合 

州と郡の中間レベルの地方行政の場合 

 

 郡 Wareda/District (765)  

都市部と農村部とも 

ケベレ Kebel* 

都市行政区、行政村 

 

市 City/Municipality 

都市部 

ケベレ Kebel 

都市行政区 

 

Kombolcha 

Dengego 
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3) 宗教 

憲法で信教の自由が認められている。2007 年センサスによれば、人口に占める信者の

割合は正教会（44%）、ムスリム/イスラム（34%）、プロテスタント（19%）、カソリック

（1%）、伝統信仰（3%）、その他（1%）となっている。 

 

4) 住民移転が発生するサイトの概況 

上記で述べた項目に関し、住民移転が発生するサイト（コンボルチャとデンゲゴ）が

属する州の状況は次の通りである。 

 

表 2.6 住民移転発生サイトの状況 

住民移転発生サイト コンボルチャ市 デンゲゴ・ケベレ 

所在する州・ゾーン等 アムハラ州 南ワロ県 オロミア州東ハラージ県ハラマヤ郡 

州の言語 アムハラ語 オロモ語 

州の識字率（全体、男性、女性） 38.0%、43.8%、32.1% 39.1%、46.8%、31.4% 

州の宗教割合 正教会 82.5%、イスラム 17.2% 正教会 30.5%、イスラム 47.5% 
出典：2007 年センサスに基づき準備調査団作成 

 

 
出典: InterCarto5作成の「Map of Ethiopia Physical Version」を調査団で編集 

図 2.7 道路ネットワーク上と地形における対象計測所の位置 

                                                        
5 http://www.intercarto.com/EN/map-of-ethiopia-physical-version-1419-479.html 

Combolcha 

Dengego 
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i) コンボルチャ 

① 自然環境 

コンボルチャ計測所はアムハラ州南ワロ県コンボルチャ市にある。市一帯の年間平均気温

20.10 oC で、年 2 回の雨季（7 月から 9 月、及び 2 月から４月）があり年間降雨量（平均）

は 1,038mm で、「エ」国では中温地帯とされている。市当局によればコンボルチャ市の市

内及び近辺には国立公園、保護区や文化遺産はなく、希少動植物も確認されていない。 

 

② 社会経済環境 

コンボルチャ市は面積 524.68 km2人口約 9 万（2014 年推定値）の地方都市である。繊

維や鉄鋼などの大規模工場が複数あり、経済発展と都市化が進んでいることから、「エ」

国地方行政制度上、州都と同格の「市」に格上げされた。住民の大多数がアムハラ族で

あることから、アムハラ語が広く使われている。宗教面では 57％の市民がイスラム教徒

で、キリスト教徒（正教会、プロテスタントとカソリック）が 43％である。 

住民の主な職業は精肉やビール醸造等の中小企業を営んだり、公務員、工場・ホテル・

運送業・商店への勤務である。 

 

③ コンボルチャ計測所の概況 

既設の場所：建設時、計測所はコンボルチャ市の外れに位置し、税関事務所と敷地を共

有している。近年、市の経済発展に伴い市街地が拡大したのに合わせ策定

されたマスタープラン（M/P）では、計測所は市街化区域の中に位置するよ

うになった。また隣接するホテルと敷地境界線について訴訟になり、ホテ

ル側が勝訴した経緯がある。 

新 敷 地：市開発計画において工業地区で国道に面した一角で、市が ERA に移転先と

して提供した。工業団地として敷地を整備するため一帯は近いうちに住民

移転が想定されている。新敷地の約 3 分の 1 は ROW6であるため、移転対象

住民の一部は ROW 上の違法居住者である。建物のほとんどが住居である。 

ERA の体制：コンボルチャ計測所の職員が詰めている。これに加えて、コンボルチャ市内

には ERA 道路資産管理総局に直属するコンボルチャ道路ネットワーク管理

事務所（Road Network Management Branch Directorate）がある。 

 

 

 

                                                        
6 ROW：対象道路は幹線道路であり、ERA 規定で ROW は道路中央線から両側 25m 計 50m である。 
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上段：現在の住居  

  
中段：移転先候補地。他の事業の PAPs用住宅が建設されている。 

 
下段：計測所、PAPs 現住地（計測所移設先）、及び PAPs 移転先候補地 

 

ii) デンゲゴ 

① 自然環境 

デンゲゴ計測所はオロミア州東ハラージ県ハラマヤ郡にある。同郡一帯は「エ」国では

中温地帯と区分されている。一日の平均気温は 9.4 oC から 24 oC の間で、また月間降雨量は

 

移転先候補地 

現住地（移設先） 

計測所 
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188mm から 866 mm の間である。郡当局によればコンボルチャ市の市内及び近辺には国

立公園、保護区や文化遺産はなく、希少動植物も確認されていない。 

 

② 社会経済環境 

ハラマヤ郡は面積 5,200ha に 27 万人（2007 年人口住居センサス）が住んでいる。その

うち 18％が都市部に、残りは農村部に居住している。住民の大多数はオロミヤ族で、郡

の公用語もオロミファ語である。また住民の 70％がイスラム教徒で、30％がキリスト教

徒（正教会、プロテスタントとカソリック）である。ハラマヤ郡の主要な経済活動は農

業（穀物、換金作物、酪農）である。都市部では小規模商業やホテルが見られる。郡庁

はハラマヤ・タウンに置かれているが、デンゲゴ計測所から約 12km 離れている。 

 

③ デンゲゴ計測所の概況 

既設の場所：エチオピア第二の都市ディレダワ、アディスアベバ、ジブチ国それぞれか

らの道路が交差する三叉路に設置されている。 

拡張対象地：概ね既存施設の周囲にある ROW である。ROW と非 ROW をまたいでモス

クが立っている。取り壊しが想定される建物の多くは近隣住民が道路脇で

開いている小さな自営商店であり、モスクが所有し賃貸物件になっている

店舗もある。これら店舗は 15 年前の国道拡幅工事の際、立ち退き料を受け

取り、一旦、転出したが、時間の経過とともに ROW 上に戻ってきた。 

ERA の体制：デンゲゴ計測所の職員が詰めている。最寄りの ERA 道路資産管理総局関連

組織はディレダワ道路ネットワーク管理総支所で、車で 45 分程度の距離に

ある。 

 

  
上段：現在の状況 
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下段：計測所、PAPs 現住地（計測所拡張）、及び PAPs 移転先候補地 

 

(3) 相手国の環境社会配慮制度・組織 

1) 環境社会配慮に関連する法規 

エチオピアの環境社会配慮に関連する法規の体形を図 2.8 に示した。1995 年制定の憲

法に続き、1999 年に国家環境政策が策定され、2002 年には法制度が集中的に整備されて

いる。「環境保護に関する組織の設立に関する政令（295/2002 号）」では、天然資源開発・

環境保全省管轄下にあるエチオピア環境保護庁（Ethiopian Environmental Protection 

Authority: EPA）が環境政策の策定及び実施管理組織として位置づけられた。また「環境

影響評価（Environmental Impact Assessment: EIA）の実施に関する政令（299/2002 号）」に

より、EIA の実施が法的に義務付けられた。 

 

 

 移転先候補地 
計測所 

用地拡張 



2-21 

 

 
出典：Ethiopian Road Authority(ERA), 2008, Environmental and Social Management Manual - August 2008, 

p2-14l に基づいて、準備調査団が制定年等を加筆 

図 2.8 エチオピアの環境社会配慮に関する法・政策体系 

 

上掲の法規体系図には掲載されていない環境関連の法規は次の通りである。 

a) The Wild Life Laws (Proclamations No.192/1980 and No. 416/1972) 

b) Policy on Disaster Prevention and Management (1993) 

c) National Action Plan to Combat Desertification (1994) 

d) The Forestry Laws (Proclamation No.94/1994) 

e) Investment Policy (Proclamation No. 37/1996) 

f) Conservation Strategy of Ethiopia (1997) 

g) Biodiversity Policy (1998) 

h) The Water Resources Management Proclamation of 2000 

社会配慮関係 

(1994) 

 

(1997) 

 
環境配慮関係 

(2002) 

 

(2002) 

 上記宣言は用地取得補

償を定めた Ethiopian 

Civil Code (1960)に代わ

って制定 
(2002) 

 

(2002) 

 

図のなかの( )は制定・公布年を示す 
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i) Public Health Proclamation (Proclamation No. 200/2000) 

 

2) EPA が定めた環境社会配慮関連のガイドライン 

EPA はエチオピアの EIA 主管庁として EIA を実施・審査する責務があり、下記のガイ

ドラインを策定している（時系列で整理した）。環境関連のものが多い。 

a) Environmental Impact Considerations for Transport Sector Projects, 1997. 

b) Environmental Impact Assessment Guideline Document (Final Draft), 2000.  

c) Guideline Series Document for Reviewing Environmental Impact Study Reports, 2003 

d) Environmental Impact Assessment Procedural Guideline, Series 1, 2003  

e) Guideline Ambient Environment Standards for Ethiopia, 2003 

f) Environmental Impact Assessment Guidelines on Road and Railway, 2004. 

g) Guidelines for Social, Environmental and Ecological Impact Assessment and 

Environmental Hygiene in Settlement Areas (Draft), 2004. 

h) Framework Guidelines for the Preparation of Environmental and Social Management 

Plan (ESMP), 2005. 

i) Social Impact Assessment Guideline (Training Manual), 2005 

 

このうち上記 b) Environmental Impact Assessment Guideline Document では、環境・社会

への影響に応じて事業を三つに分類している。下表で道路分野に関する分類を整理した。 

 

表 2.7 環境・社会への影響度に基づくプロジェクト分類(道路分野) 

Major Impact (Level 3) 

EIA が必要なプロジ

ェクト 

- 環境や社会への重大な影響がある事業。 

- EPA の基準では Schedule 1 分類。 

- 環境への特別な配慮が必要な地域で実施する事業は事業内容に関わら

ず EIA が必要。 

- 道路分野:下記の内容の事業：主要都市部道路、農村部道路、州境ある

いは国境をまたぐ幹線道路 

Major Impact (Level 2) 

初期環境調査 (Initial 

Environmental 

Examination: IEE)が必

要なプロジェクト 

- 事業の内容・規模や特徴から環境や社会に一定度の重大な影響を与え

るものの、全面的な EIA は必要ないとみられる事業。 

- EPA の基準では Schedule 2 分類。 

- 事業承認後事前 F/S 調査実施前までに、環境社会への影響程度を確認

するために IEE を実施。 

- ERA 事業:主要農村道路の機能向上や改修に関わる事業が想定される。 

Minor Impact (Level 1) 

EIA が不要なプロジ

ェクト 

- 環境や社会への影響がほぼ無く EIA を必要としないプロジェクト 

- ERA 事業:日常点検業務が想定される。再舗装や排水溝等道路付帯施

設・設備の現状回復も含まれる。 

出典：下記資料に基づき準備調査団作成。①EPA,2000, Environmental Impact Assessment Guideline Document, 

Final Draft, Appendix 1 Schedule of Activities、②ERA, 2008, Environmental and Social Management 

Manual, pp.1-12 － 1-13. 
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またエチオピアにおける EIA 認可手順は、次の通りである。 

 

 
出典：EPA,2000, Environmental Impact Assessment Guideline Document, Final Draft, p.9 

図 2.9 EIA申請プロセス 
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出典：EPA,2000, Environmental Impact Assessment Guideline Document, Final Draft, p.10。及び ERA, 2001, 

Environmental Procedures Manual, p.15 

図 2.10 簡易 EIA認可手順 

 

2) ERA の環境社会配慮実施体制 

① ERA が定めたガイドライン等 

EPA 策定の法規・ガイドラインにそって、道路分野の環境社会配慮の文書が ERA によ

って策定されている。 
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a) Guidelines on the Environmental Assessment and Impact of Road Projects, 1998 

b) Environmental Procedures Manual, 2001. 

c) Resettlement/Rehabilitation Policy Framework, 2002, Revised in 2006 

d) Sectoral Policy for HIV/AIDS in the Workplaces, 2004 

e) Road Safety Audit Manual, 2004 

 

② ERA 環境社会配慮室（ESMT） 

「環境保護に関する組織の設立に関する政令（295/2002 号）」に従って、ERA のなかに

も道路セクターの環境保護を担当するセクションとして、企画計画局のなかにモニタリ

ング・セーフティー課（Monitoring and Safety Branch: EMSB）が設立された。現在の名称

は環境社会配慮室（the Environment and Social Management Team: ESMT）である。2008 年

以降、道路事業についての環境許可書の許認可権限を有するようになっている。 

前出の EPA は、連邦レベルで全ての EIA の実施、EIA 報告書のレビュー、環境許可の

許認可が責務である。しかし EIA 関連作業や許認可を迅速に行うため、2008 年に幾つか

の省庁に環境許可書の許認可権限が委譲された。道路分野に関しては EPA から運輸通信

省（Ministry of Transportation and Communication：MoTC）に許認可権限が委譲され、さら

に同省から ERA に道路分野に関する環境許可書の許認可権限が与えられている。これは

2013 年に EPA が環境保護・森林省（Ministry of Environment Protection and Forestry）にな

っても継続されている。 

ESMT の主要な所掌は道路分野の環境社会配慮ガイドラインを策定・実施することであ

り、ERA の全プロジェクトの環境社会配慮分野について助言・調整・監理すること、及

び ERA 地方事務所と調整することの権限を有している。 

ESMT 配属職員は室長、副室長、専門職員の 9 名、及び事務職員 2 名の計 11 名である

（2014 年 6 月、後掲の図 6 参照）。専門職員は大学学部卒業以上の資格を有している必要

がある。副室長によれば、専門職職員は世界銀行のセーフガード・ポリシー等の研修を

受け、大学での専攻を問わず、環境社会管理業務を実施できるようになっている。 

ESMT は ERA 本部にのみ設置されている。ERA 地方事務所内で環境社会配慮分野の業

務が発生した場合は、EMST 職員が現地に赴き調査を実施し、住民移転計画も含めた環境

社会配慮文書を作成する。しかし現在の人数では人手不足であるため、長期プロジェク

トの環境社会配慮モニタリング業務（約 600 件が対象）は、民間エンジニアリング会社 2

社に委託している。この 2 社は ERA の案件担当者あるいは施工業者等から連絡あった場

合、速やかに現場に赴き対応することになっている。 

 

③ ERA 道路用地課（ROWT） 

ERA 道路用地課（Right-of-Way Team：ROWT）は ERA 地方事務所ごとに設けられてお

り、地方事務所が担当する道路事業について、用地取得とその補償を担当する。ESMT が
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作成した住民移転計画の実施についても責任を持っている。ROWT は補償額算出委員会

を組織し補償金を支払うほか、用地取得に関する要求や争議を調査し、補償要求の受領・

却下を勧告し、補償金支払いが実行されるようにし、補償金受領と用地の移管を確認す

る。 

ESMT が環境社会配慮の計画・実施・モニタリングの全過程を担当し、ROWT が用地

取得・住民移転の実施を担当している。 

 

 
出典：ERA,2001, Environmental Procedures Manual,p.18 及び聞き取り結果から準備調査団作成 

図 2.11 ERA環境社会配慮室組織図 

 

(4) 代替案（ゼロオプションを含む）の比較検討 

今回、住民移転が発生するコンボルチャとデンゲゴの 2 箇所について、用地案を比較・

検討する。 

今回プロジェクトの標準形、及び対象地の状況を踏まえた代替案は次の通りである。 
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表 2.8 計測所の用地案検討表 

 1 標準形 2 ERA 提案 3 住民移転 小化案 A 4 住民移転 小化案 B 
概要 ①荷重計、②アプローチ道路、

③事務所、④荷卸場 
①荷重計、②アプローチ道路、 
③事務所 

①荷重計、②アプローチ道路、

③事務所、④小規模荷卸し場 
①荷重計、②アプローチ道路、 
③事務所、④小規模荷卸し場 

軸重計 60mX15m 60mX15m 60mX15m 60mX15m 
アプローチ道路 120mX15mX2 120mX15mX2 120mX15mX2 120mX15m+120m×10m 
事務所スペース 60mX25m 60mX25m 60mX25m 60mX25m 
荷卸し場 300mX70m=21,000m2 別の場所に設ける。面積未定。 15mX300m=4500m2 6150m2 
 

約100

約300m

荷卸し場

取付道路と待機駐車場

120m 60m 120m
取付道路と待機駐車場

計測室

荷重計

国道

25
m

Office 
Space

15
m

Approach
Road 120m

Weighbr
idge60m

Approach
Road 120m

National Road 

25
m Office 

Space Dumping 
yard 

15
m

Approach
Road 120m

Weighbr
idge60m

Approach
Road 120m

National Road 

     
75m 90m

↑Gate

10m

120m

Gorge

15m Weighbridge

120m 60m

技術面 ・既存施設を参考に、今回プ

ロジェクトの標準形とした

もの。 
・余裕のあるアプローチ道路

と荷卸し場を配置するこ
とで、計量と取り締まりを
効率的に実施できる。 

 

・ERA が提案してきたもので、荷

卸しスペースは別の場所に設け

る方法。 
・計量に必要なスペースのみを確

保した、用地としては 小案。

・取り締まりに荷卸し場と計測所

の往復が追加されるので、標準

形より効率が低下する。 
・交通量によっては計測待ち車両

の一部が道路に駐車し交通を阻

害する可能性がある。 

・第 2 次現地調査で取りまとめ

たもの。ERA 提案をもとに、

敷地内に荷卸しスペースを設

ける方法。 
・2 案に荷卸し場を追加した折衷

案。 
・計測所内に設置した荷卸し場

は標準形より狭いが、コンボ

ルチャ程度の荷卸し量であれ

ば支障はない。 
・コンボルチャの交通量であれ

ば計測待ち車両はアプローチ

道路内に収容できる。 

・第 2 次現地調査でデンゲゴについて

取りまとめたもの。左記 A 案のうち

東側アプローチ道路（図の右側）の

幅員を 15m から 10mに減らす方法。 
・2 案に荷卸し場を追加した折衷案。 

計測所内に設置した荷卸し場は標

準形より狭いが、デンゲゴ程度の荷

卸し量であれば支障はない。 
・デンゲゴの交通量であれば計測待ち

車両はアプローチ道路内に収容で

きる。 

環境社会面 - 移転住民数が多い。コンボ

ルチャでは 98 世帯（500 人

弱）が想定される。 

- 移転住民数は少ない。コンボル

チャでは 19 世帯。 
- 荷卸しスペースが緩衝スペー

スともなり、計測所周辺への

荷卸し・積み替え時の作業音

を緩和できる。 
- 移転住民数が増える。コンボ

ルチャでは 27 世帯。 

- 荷卸しスペースが緩衝スペースと

もなり、計測所周辺への荷卸し・積

み替え時の作業音を緩和できる。 
- デンゲゴの移転住民数は A 案より

も減る。また ROW 上にあるモスク

の移転を避けることができる。 
評価 用いない。 用いない。 コンボルチャで採用する。 デンゲゴで採用する。 
出典：準備調査団作成 
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(5) 環境社会配慮の影響評価 

ERA が第 2 次現地調査前に作成した環境社会配慮文書（2014 年 4 月付け）に基づき、

その記載内容の検証を兼ねて第 2 次現地調査を実施した。検証方法は、「JICA ガイドライ

ン」に記載のスコーピング案に基づいて現状を検証することとした。結果は次の通りで

ある。なお影響項目は、今回プロジェクトの状況を踏まえて関連性が強いものから記載

している。 

 

1) コンボルチャ 

表 2.9 コンボルチャの環境影響評価結果 

評価結果分類：A－_重大な負の影響が予測される 

B＋_一定の正の影響が予測される 

B－_一定の負の影響が予測される 

C _準備調査時では政府の影響が不明である 

D _正負の影響はないと予測される 

影響項目 

影響評価 

評価理由 工事前 

工事中 
供用時 

社会環境 

1 住民移転 B- D 工事前 

計測所移設により小規模な非自発的住民移転が発生するもの
の､荷重計の運用効果を維持しつつ移転住民数を最小化する用
地計画が取りまとめられた｡移設予定地の約 3 分の 1 は ROW

である｡ 

工事中･供用時 

住民移転は工事前に完了予定であり､影響は想定されない｡ 

2 貧困層 D D 工事前 

ERA による住民調査の結果､PAPs のなかに貧困層は存在しな
い｡なお老人や女性が寡婦等､社会的弱者の世帯が存在する｡ 

3 少数民族・先住
民族 

D D アムハラ族以外の民族が新敷地周辺に居住する｡宗教ではイス
ラム教徒のほうがキリスト教徒よりもやや多い｡民族や宗教の
違いによる対立はなく､ERA の移転補償も相違ない｡ 

4 雇用や生計手段
等の地域経済 

D D 本プロジェクトは既設の計測所を工業団地に移設するもので､
地域経済への特段の影響は想定されない｡  

5 土地利用や地域
資源利用 

B- D 工事前 

(-) 計測所移転用地として小規模な用地取得が発生する｡ 

工事中･供用時 

用地取得は工事前に完了予定であり､影響は想定されない｡ 

6 水利用 D D 移設地周辺に河川や井戸はなく､水利用に影響はない｡ 

7 既存の社会イン
フラや社会サー
ビス 

D D 本プロジェクトは既設の計測所を工業団地に移設するもので､
既存の社会インフラや社会サービスへの影響はほとんどない｡
現在の交通量に照らして､工事車両による交通の遮断の影響は
極めて限定的である｡ 

8 社会関係資本や
地域の意思決定
機関等の社会組
織 

D D 本プロジェクトは既設の計測所を工業団地に移設するもので､
社会関係資本や組織への影響はほとんどない｡住民移転先は現
住地に近く､また集団移転であるため､社会的繋がりへの影響
は最小化される見込みである｡ 

9 被害と便益の偏
在、地域内の利
害対立 

C D 本プロジェクトは既設の計測所を工業団地に移設するもので､
PAPs を除く周辺地域･住民に不公平な被害と便益をもたらす
可能性､及び地域内での利害対立を招く可能性は低い｡PAPs へ
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影響項目 

影響評価 

評価理由 工事前 

工事中 
供用時 

の補償額は今後､確定される｡ 

10 文化遺産 D D 移設先･移転先及びその周辺に文化遺産等は存在しない｡ 

11 景観 D D 既設の計測所を工業団地に移転するため､景観への影響はほと
んどない｡ 

12 ジェンダー、子
どもの権利 

D D 本プロジェクトによるジェンダーや子ども権利への特段の負
の影響は想定されない｡PAPs のなかに女性が戸主の世帯､若年
層だけの世帯がいるので､移転時に支援が必要｡ 

13 HIV/AIDS 等の
感染症 

D C 工事中 

大規模な工事はなく､作業員は地元住民が雇用される｡また
ERA の HIV/AIDS 対策担当者が啓発活動を行う｡工事作業員の
流入により感染症が拡大する可能性は低い｡ 

供用時 

長距離トラック運転手の宿泊地にはなっていないので､感染症
が拡大する可能性は低い｡他方､エチオピアの予防対策実施状
況に合わせた対応がとられるか確認が必要である｡ 

14 労働環境（労働
安全を含む） 

C D 工事中 

工事内容は危険度が高いものではない｡また ERA は工事業者
との契約条件に作業員への労働安全対策の実施を含めている｡ 

自然環境 

16 保護区 D D 移設先･住民移転先及びその周辺に国立公園や自然保護区等は
存在しない｡ 

17 生態系 D D 移設先･住民移転先及びその周辺に希少な動植物は生存してい
ない｡ 

18 地形、土地浸食 D D 工事中 

整地のための盛り土､また荷重計設置のための掘削が発生する｡
詳細な量は詳細設計後になるが ERA 基準で小規模の範囲であ
る｡土取場と採石場は既存のものを使う｡いずれもコンボルチャ
市の基準で運用されており､新たな地形への影響はない｡ 

ERA は工事業者選定の際､資機材入手先も確認している｡ 

19 水象 D D 移設先･移転先とも近隣に河川･湖沼は近隣になく､プロジェク
トによる影響は想定されない｡ 

汚染対策   

21 大気汚染 

 

B- D 工事中 

工事車両からの排気ガス及び工事による土埃が発生する｡程度
は不明である｡なお ERA は工事車両の所有形態･製造年も業者
調達時に確認し､工事車両の質も管理している｡ 

供用時 

既存施設の移設であり､また本プロジェクトによって交通量が
増加する見込みは低い｡ 

22 水質汚濁 D D 移設先･移転先とも河川･湖沼は近隣になく､プロジェクトによ
る影響は想定されない｡ 

23 廃棄物、土壌汚
染、悪臭 

D D 工事中 

工事に伴って発生する廃棄物は､コンボルチャ市の規則に従っ
て処理される｡また整地のため除去される表土は､コンボルチ
ャ市の規則に従い､所定の場所に廃棄される｡ 

供用時 

過積載貨物が荷卸しされる場合､通常､所有者が速やかに引き
取りに来る｡そうでなければ 1 カ月､現地に保管されたのち､競
売にかけられる｡過積載の貨物は石･木材等の建設・建築資材が
一般的であるため、臭い等による環境への影響は少ない｡ 

24 騒音・振動 B- D- 工事中 
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影響項目 

影響評価 

評価理由 工事前 

工事中 
供用時 

工事用車両･機材による騒音･振動が一定度､発生する  

供用時 

計測車両から騒音･振動が一定度､でるものの､移設先は工業団
地であることから影響は限定的である｡  

25 地盤沈下、底質 D D プロジェクトによる影響は想定されない｡ 

その他    

26 事故 B- C 工事中 

工事車両の出入りが増えるので､それによる交通事故の発生が
懸念される｡ 

供用時 

移設直後は､計測所の場所が通行車両や周辺住民に認識されな
いため､事故が起きる懸念がある｡ 

27 越境の影響、 

及び気候変動 

D D プロジェクトによる影響は想定されない｡ 

 

2) デンゲゴ 

表 2.10 デンゲゴの環境影響評価結果 

レーティング：前掲表と同じ。 

影響項目 

影響評価 

評価理由 工事前 

工事中 
供用時 

社会環境 

1 住民移転 B- D 工事前 

計測所拡張により小規模な非自発的住民移転が発生するもの
の､荷重計の運用効果を維持しつつ移転住民数を最小化する用
地計画が取りまとめられた｡用地のほとんどは ROW である｡ 

工事中･供用時 

住民移転は工事前に完了予定であり､影響は想定されない｡ 

2 貧困層 D D 工事前 

PAPs の収入レベルには高低の際があるが､相互扶助や親類等
からの支援により極端な貧困層はいない｡ 

工事中･供用時 

住民移転は工事前に完了予定であり､影響は想定されない｡ 

3 少数民族・先住
民族 

D D オロミア族以外の民族も居住する｡宗教では大多数がイスラム
教徒である｡民族や宗教の違いによる対立はなく､ERA の移転
補償も相違ない｡ 

4 雇用や生計手段
等の地域経済 

D C 本プロジェクトは既設の計測所を拡張するもので､地域経済へ
の特段の影響は想定されない｡移転対象の商店は国道脇に集中
し､顧客は近隣住民が大半である｡同様の商店の集積は同一村
内になく競合する商店街はなく､また商店移転先は ROW では
ない道路脇の区画で利便性が高い｡これらから移転後の営業状
況が大きく変わる可能性は低い｡ 

5 土地利用や地域
資源利用 

B- D 工事前 

計測所拡張用地として小規模な用地取得が発生する｡ 

工事中･供用時 

用地取得は工事前に完了予定であり､影響は想定されない｡ 

6 水利用 D D 周辺に河川や井戸はなく､水利用に影響はない｡ 

7 既存の社会イン
フラや社会サー

D D 本プロジェクトは既設の計測所を拡張するもので､既存の社会イン
フラや社会サービスへの影響はほとんどない｡現在の交通量に照ら
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影響項目 

影響評価 

評価理由 工事前 

工事中 
供用時 

ビス して､工事車両による交通の遮断の影響は極めて限定的である｡ 

8 社会関係資本や
地域の意思決定
機関等の社会組
織 

D D 本プロジェクトは既設の計測所を拡張するもので､社会関係資
本や組織への影響はほとんどない｡当初､移転対象であったモ
スクを移転対象から外す用地案とし､社会組織への影響を最小
限化している｡ 

9 被害と便益の偏
在、地域内の利
害対立 

C C 本プロジェクトは既設の計測所を拡張するもので､PAPs を除
く周辺地域･住民に不公平な被害と便益をもたらす可能性､及
び地域内での利害対立を招く可能性は低い｡PAPs への補償額
は今後､確定される｡ 

10 文化遺産 D D 拡張用地･移転先及びその周辺に文化遺産等は存在しない｡ 

11 景観 D D 既設の計測所の敷地を拡張するため､景観への影響はほとんど
ない｡ 

12 ジェンダー、子
どもの権利 

D D 本プロジェクトによるジェンダーや子ども権利への特段の負
の影響は想定されない｡PAPs のなかに女性が戸主の世帯がい
るので､移転時に支援が必要｡ 

13 HIV/AIDS 等の
感染症 

D C 工事中 

大規模な工事はなく､作業員は地元住民が雇用される｡また
ERA の HIV/AIDS 対策担当者が啓発活動を行う｡工事作業員の
流入により感染症が拡大する可能性は低い｡ 

供用時 

長距離トラック運転手の宿泊地にはなっていないので､感染症
が拡大する可能性は低い｡他方､エチオピアの予防対策実施状
況に合わせた対応がとられるか確認が必要である｡ 

14 労働環境（労働
安全を含む） 

C D 工事中 

工事内容も危険度が高いものではない｡また ERA は作業員へ
の労働安全対策を実施することを工事業者との契約条件にし
ている｡ 

自然環境 

16 保護区 D D 現在地･住民移転先及びその周辺に国立公園や自然保護区等は
存在しない｡ 

17 生態系 D D 現在地･住民移転先及びその周辺に希少な動植物は生存してい
ない｡ 

18 地形、土地浸食 D D 工事中 

整地のための盛り土､また荷重計設置のための掘削が発生する｡
詳細な量は詳細設計後になるが ERA 基準で小規模の範囲であ
る｡土取場と採石場は既存のものを使う｡いずれもコンボルチャ
市の基準で運用されており､新たな地形への影響はない｡ 

ERA の工事業者選定に当たっては､資機材入手先も確認され
るようになっている｡ 

19 水象 D D 現在地･住民移転先とも河川･湖沼は近隣になく､プロジェクト
による影響は想定されない｡ 

汚染対策   

21 大気汚染 

 

B- D 工事中 

工事車両からの排気ガス及び工事による土埃が発生する｡程度
は不明である｡なお ERA は工事車両の所有形態･製造年も業者
調達時に確認し､工事車両の質も管理している｡ 

供用時 

既存施設の拡張であり､また本プロジェクトによって交通量が
増加する見込みは少なく､大気汚染の可能性は低い｡ 

22 水質汚濁 D D 現在地･移転先とも周辺に河川･湖沼は近隣になく､プロジェク
トによる影響は想定されない｡ 
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影響項目 

影響評価 

評価理由 工事前 

工事中 
供用時 

23 廃棄物、土壌汚
染、悪臭 

D D 工事中 

工事に伴って発生する廃棄物は､市の規則に従って処理され
る｡また整地のため除去される表土は､市の規則に従い､所定の
場所に廃棄される｡ 

供用時 

過積載貨物が荷卸しされる場合､通常､所有者が速やかに引き
取りに来る｡そうでなければ 1 カ月､現地に保管されたのち､競
売にかけられる｡過積載の貨物は石･木材等の建設・建築資材が
一般的であるため、臭い等による環境への影響は少ない｡ 

24 騒音・振動 B- D- 工事中 

工事用車両･機材による騒音･振動が一定度､発生する  

供用時 

計測車両から騒音･振動が一定度､発生するが､既存の状況から
悪化する可能性は少ない｡ 

25 地盤沈下、底質 D D プロジェクトによる影響は想定されない｡ 

その他    

26 事故 B- C 工事中 

工事車両の出入りが増えるので､それによる交通事故の発生が
懸念される｡ 

供用時 

拡張直後はアプローチ道路の出入り口が通行車両や周辺住民に
認識されがたい可能性があるため､事故が起きる懸念がある｡ 

27 越境の影響、 

及び気候変動 

D D プロジェクトによる影響は想定されない｡ 

 

(6) 緩和策および緩和策実施のための費用 

環境社会配慮の影響評価結果のうち B－あるいは C となった項目について、第 2 次現

地調査後時点での緩和策を示す。なお B-あるいは C となった項目はコンボルチャとデン

ゲゴで同じであったため、緩和策は両サイト共通である。 

 

表 2.11 緩和策－コンボルチャ及びデンゲゴ 

項目 影響 緩和策 実施者 責任者 費用 

Ⅰ 工事前      

社会環境      

1 住民移転 非自発的住民移転
の発生 

・対象コミュニティへの説
明と理解取り付け 

・PAPs 代表者やコミュニテ
ィ・ﾘｰﾀﾞｰを含めた補償
委員会による適正な補
償額の支払い 

ERA 

補償委員会 

ERA  

2 土地利用や
地域資源利
用 

小規模な用地取得
の発生 

・現住地と同様の生活イン
フラが整備された移転
地の提供 

・社会的弱者への移転支援 

ERA 

補償委員会 

ERA  

3 被害と便益
の偏在、地
域内の利害

補償内容や補償額
についての住民間
の対立 

・対象コミュニティへの説
明と理解取り付け 

・PAPs 代表者やコミュニテ

ERA 

補償委員会 

ERA  
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項目 影響 緩和策 実施者 責任者 費用 

対立 ィ・リーダーを含めた補
償委員会による適正な
補償額算定 

Ⅱ 工事中      

社会環境      

4 労働環境
（労働安全
を含む） 

工事中の作業員の
事故 

・工事用車両・機材の定期
点検 

・安全教育の実施 

施工業者 ERA 工事契約に含
まれる 

汚染対策      

5 大気汚染 工事用車両・機材
の利用に伴う土埃
の発生 

・整地作業など工事期間中
の散水 

施工業者 ERA 工事契約に含
まれる 

6 騒音・振動 工事用車両・機材
の利用に伴う騒
音・振動の発生 

・作業時間の周辺住民への
周知 

・作業時間の遵守 

施工業者 ERA 工事契約に含
まれる 

Ⅲ 供用時      

社会環境      

7 HIV/AIDS

等の感染症 

計測所駐在スタッ
フが感染リスクが
高い行動をする可
能性 

・ERA による啓発活動の 

実施 

・コンドームの設置 

ERA ERA 通常の
HIV/AISD 対策
活動費で充当 

その他      

8 事故 工事用車両や計測
車両の出入りによ
る事故の発生 

① 工事期間中の安全標識
設置と交通整理 

② 供用時の標識設置 

① 施工業者、
ERA 

② ERA 

ERA ① 工事契約内 

② ERA 経常予
算で対応 

 

(7) ステークホルダー協議 

ERA は下記の様にステークホルダー会議を実施している。 

 

1) コンボルチャ 

表 2.12 コンボルチャでのステークホルダー会議実施状況 

 コンボルチャ市との協議 
パブリック・ 

コンサルテーション 

フォーカス・グループ・ 

ディスカッション 

年月日 2014 年 1 月 29 日 2014 年 1 月 29 日 2014 年 1 月 29～30 日 

参加者 コンボルチャ市当局 

ERA：環境社会管理室、コンボ
ルチャ道路ネットワーク
管理総支所 

PAPs 及び近隣住民 

ERA：環境社会管理室、コン
ボルチャ道路ネットワ
ーク管理総支所 

PAPs のうち、老人、寡婦、
障がい者等外出しにくい
人々 

ERA 環境社会配慮室 

趣旨 ・計測所移転について 

・移設先と移転先の用地の確保 

・PAPs の生計・特徴について 

・カットオフ・デート後の建築・
建設・開発等行為の規制につ
いて 

・計測所移転について 

・それに伴う住民移転について（移転対象、スケジュール、
補償内容、関係機関の紹介） 

・住民意見の収集と移転への協力取り付け 

・正負の影響に関する情報の提供と収集 

議事 

内容 

・住民意見を用地デザインや実
施計画に反映させる。 

・移設に伴う負の影響を最小限
化する。 

・市は PAPs には現住地から遠

・適切な補償額が支払われる
なら、移転に反対ない。 

・現住地に近いところへの移
転を希望。移転先地には道
路、水と電気等の生活イン

・現住地に近く、移転先と
して受け入れられる環境
の場所に、効率的に移転
できるなら移転に反対は
ない。 
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 コンボルチャ市との協議 
パブリック・ 

コンサルテーション 

フォーカス・グループ・ 

ディスカッション 

くない場所に移転先を提供す
る。移転先には道路、電気及
び水道等の生活インフラが移
転前に整備しておく。 

・市当局は PAPs のなかの社会
的弱者層を特に支援する。具
体的には移転手段の提供、家
の建設等である。 

フラが移転前に整備され
ていることが必要。 

・集団で移転したい。 

第 2 次調査でのヒアリング 

・現住地の後背地にまだ空き
地があり、そこに移転した
い。聞いた話では、市はそ
こに別の地域から来る移
転住民を住まわせる計画。
自分たちのほうがもとも
と近くに住んでおり、墓も
近いので、この後背地に移
転したい。水道・電気がま
だ敷設されていないが、そ
れは構わない。  

・移転と庭木の伐採という
資産の損失について、補
償は適切に支払われるべ
き。 

 

2) デンゲゴ 

表 2.13 デンゲゴでのステークホルダー会議実施状況 

 コンボルチャ市との協議 
パブリック・ 

コンサルテーション 

フォーカス・グループ・ 

ディスカッション 

年月日 2014 年 2 月 7 日 2014 年 2 月 7 日 2014 年 2 月 8 日 

参加者 ハラマヤ・ワレダ当局 

ERA：環境社会管理室 

PAPs 及び近隣住民 

ERA：環境社会管理室 

PAPs のうち、老人、寡婦、
障がい者等外出しにくい
人  々

ERA 環境社会配慮室 

趣旨 ・計測所拡張について 

・移転先の用地の確保 

・PAPs の生計・特徴について 

・カットオフ・デート後の建築・建設・
開発等行為の規制について 

・計測所拡張について 

・それに伴う店舗の移転について（移転対象、スケ
ジュール、補償内容、関係機関の紹介） 

・住民意見の収集と移転への協力取り付け 

・正負の影響に関する情報の提供と収集 

議事 

内容 

・住民意見を用地デザインや実施計画
に反映させる。 

・拡張に伴う負の影響を最小限化する。 

・ワレダ当局は PAPs には現住地から遠
くない場所に移転先を提供する。移
転先には道路、電気及び水道等のイ
ンフラが移転前に整備しておく。 

・ワレダ局は PAPs のなかの社会的弱者
層を特に支援する。具体的には移転
手段の提供、家の建設等である。 

・適切な補償額が支払
われるなら、移転に
反対ない。 

・現在地に近いところ
への移転を希望。移
転先地には道路、水
と電気等のインフラ
が移転前に整備され
ていることが必要。 

・集団で移転したい。 

・現在地に近く、移転先と
して受け入れられる環境
の場所に、効率的に移転
できるなら移転に反対は
ない。 

・店舗の移転（一部は住居
の移転）には適切な補償
が支払われるべき。 

 

2.2.3.2 用地取得・住民移転 

(1) 用地取得・住民移転の必要性 

本プロジェクトの目的は、エチオピア幹線道路上の計測所において荷重計を設置し、

通行車両の積載量計測を強化・効率化することにより道路損傷の防止と道路交通の円滑

化を進めることである。内陸国のエチオピアでは、隣国のジブチ港で荷揚げされた物資

を陸上輸送で国内各地に運んでいる。コンボルチャ及びデンゲゴは道路ネットワーク上
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の結節点にあり、過積載取り締まりにおいて重要な位置にある。両地点に荷重計を設置

することは、住民移転を伴うものの、過積載を抑制し道路損傷を防止するうえで必要で

あると確認された。 

第 2 次現地調査ではこの 2 サイトを対象に、荷重計設置の運用効果を確保しつつ、用

地取得と住民移転を最小化する用地案が取りまとめられた（2.2.3.1 (4)を参照）。 

 

(2) 用地取得・住民移転に係る法的枠組み 

1) エチオピア憲法による規定 

1994 年に制定された現行のエチオピア憲法では、原則として土地は国有資産であり、

個人の土地所有の法的権利が認められておらず、都市部・農村部を問わず売却・担保・

譲渡等の対象にはなりえない。同憲法では「地方や都市部の土地は諸民族 の財産であり、

売却や他の交換手段の対象としてはならない」（第 40 条「資産所有権」第 2 項）、「土地

は何人も所有権の法的権利を持っていない公的資産」（同条第 3 項）と定めている。 

一方で、同憲法は土地の使用権は保証している。土地の使用者は、形成した資産への

完全な権利、及び労働や資本を投入しに土地を恒久的に改良する権利を有するとともに、

この権利は遺贈・相続することができ、使用権を放棄するときは土地の上にある資産を

移動・移管したり、補償を求めることができる（同条第 7 項）。 

また同憲法は、個人が使用している土地が公共の目的のために収用された場合、その

人は、補償を受ける資格があると規定している（同条第 8 項）。収容される資産への補償

は前払いされる。さらに、政府の活動により影響を被る人は移転への十分な支援、金銭

補償あるいは代替手段を受ける権利がある（第 44 条（環境権）第 2 項）。 

 

2) 関連法規 

用地取得に関する主要な法規は下記の通りである7。 

a) Expropriation of Land for Public Purpose and Compensation (Proclamation No.455/2005) 

b) Rural Land Administration and Use (Proclamation No.456/2005) 

c) FDRE Council of Ministers Regulation ((Proclamation No.135/2007) 

 

このうち、a) Expropriation of Land for Public Purpose and Compensation (Proclamation 

No.455/2005) は用地取得とその補償に関して定めている。エチオピアで公共の目的のた

め用地を取得することができる主体は、ワレダ（郡）あるいは都市行政機関と定めてい

る。取得される土地の利用者は、その土地の上に存在する自身の財産やその土地につい

て行った恒久的な改良への補償を受けることができる。収用地上にある資産への補償は、

完全な再取得価格をもとに算出される。ワレダあるいは都市行政機関は、ERA から用地

                                                        
7 エチオピアでは帝政時代や軍事政権下を通じて、土地所有や用地取得に関する法規が策定されている。

しかし、これらは現行憲法の発布前に策定されているため、世界銀行資金事業では参照されていない。 
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取得の詳細を受領したら、PAPs に用地が収用されること、90 日以内に転出すること、及

び補償額を書面で通知する。一方、通知を受けた PAPs は速やかに、転出・移転に先立っ

て、補償金を受ける。また補償金に加えて、移動費用、運送費用及び建築・建設費用が

支給される。 

財産に対する補償金の算出は連邦省が策定する査定公式に基づかなければならない。

それまでの間は、事業ごとに設立される資産査定委員会が補償金を算出する。 

なお ERA の用地取得・住民移転の実施体制は「(3) 3)ERA の環境社会配慮実施体制」

に記載の通りである。 

 

3) JICA ガイドラインとエチオピア法制度との比較 

JICA ガイドラインでは「対象プロジェクトが世銀のセーフガード・ポリシーと大きな

乖離がないこと」の確認が求められているが、ERA の管轄事業は世銀セーフガード・ポ

リシーに基づいて計画・実施・モニタリングされている。 

エチオピアは世界銀行（世銀）グループの国際開発協会（International Development 

Association: IDA）に加盟するにあたり、世銀のポリシーやガイドラインを遵守すること

が義務付けられた。ERA は、世銀の「OP4.00 : Environmental and Social Safeguard Policies」

全体を重視している。なかでも最も重要なポリシーと位置付けているものは次の通りで

ある。 

- OP 4.01: Environmental Assessment 

- OP 4.02: Environmental Action Plans 

- OP 4.04: Natural Habitats 

- OP 4.10: Indigenous Peoples 

- OP 4.11: Physical Cultural Resources 

- OP 4.12: Involuntary Resettlement 

- OP 4.20: Gender and Development 

- OP 4.36: Forests 

なおエチオピアでは個人の土地所有が認められていないことから、補償対象に土地が

含まれない。今回の JICA プロジェクトでは、現住地に近い場所に移転地が提供される。 

 

4) 用地取得・住民移転方針 

エチオピアの制度では不法占拠者・占有者及び借用者・借家人は補償対象者ではない。

今回プロジェクトでは ERA は、ROW 上に家や店舗を立てた人や借家人も補償対象に加

えている。また ERA は、移転により住居や店舗を失う人には再取得価格による補償を、

移転地は PAPs の意向に沿って現住地・現在地に極力近い場所とし、移転前に電気・水等

の生活インフラを現在と同程度以上に整備する。 

デンゲゴではモスクが所有する店舗が移転対象となる。これを賃貸契約で借りている
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世帯も PAPs とし、移転先地に同程度の店舗の建設を支援する。 

 

(3) 用地取得・住民移転の規模・範囲 

第 1 次現地調査後、ESMT が移転対象住民の現況を調査した。その調査概要は下記の通

りである。 
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表 2.14 ERAによる PAPs現況調査の概要 

場所 

想定移転対象 
コンボルチャ（移設） デンゲゴ（既存施設の拡張） 

取得用地面積 6,000m2 (25×60m＋15×300m) 10,650m2 

カット・オフ・デート 2014 年 1 月 29 日 2014 年 2 月 7 日 

住 

居 

住居数 

(政府の土地) 
27 1 

主な仕様 
木材・土・石等による伝統的仕様。一

部、屋根にブリキ板使用 

木材・土・石等による伝統的仕様。
一部、屋根にブリキ板使用 

住居所有者数 27 1 

 うち男性所有者 15 0 

 うち女性所有者 12 1 

世帯数（借家人） 0 0 

移転者人数 97 人 1 人 

住居敷地面積計 1187.85m2 8m2 

店 

舗 

店舗数 0 17 

主な仕様 
木材・土・石等による伝統的仕様。一

部、屋根にブリキ板使用 

木材・土・石等による伝統的仕様。
一部、屋根にブリキ板使用 

物件所有者数 0 17 

 うち男性所有者 0 13 

 うち女性所有者 0 4 

賃貸店舗数 0 
10 

内訳:モスク所有物件 8、民有物件 2 

主な仕様 
木材・土・石等による伝統的仕様。一

部、屋根にブリキ板使用 

木材・土・石等による伝統的仕様。
一部、屋根にブリキ板使用 

店舗移転の 

被影響者数 
0 142 人 

店舗面積計 0 608.13m2 

その他資産 樹木 2,093 本 0 

コミュニティ所有 0 0 

PAPs（戸主）の主な
生計手段 

農業 
日雇
労働 

商業 
公務
員 

工場
勤務 

学生 商業 
農業兼
商業 

労働者 年金 

15 5 2 2 2 1 19 5 2 1 

年収 

(エティオピアン・ブル)*1 
2,400 18,000 72,000 30,000 30,000 -- 155,179 177,600 48,000 7,200 

1 世帯平均人数 4 人 5 人 

生活水準 

年収が少ない世帯は送金や親戚から
の支援等により家計の収支を合わせ

ている 

年収が少ない世帯は送金や親戚から
の支援等により家計の収支を合わせ

ている 

社会・文化的特徴 
アムハラ族、母語はアムハラ語、キリ
スト教徒とイスラム教徒が混住 

オロモ族、母語及びワレダ公用語は

オロミア語だがアムハラ語も理解で
きる、キリスト教徒世帯１残りはイ
スラム教徒世帯 

社会的弱者 

PAPs には老人世帯、女性戸主世帯、障がい者がいる世帯、単身世帯が存在
する。これら世帯には移転先地での住居・店舗建設、家財道具の搬送・開

梱等を支援する。 

*1 年収：コンボルチャについては PAPs 代表者への聞き取りによる想定額。 

出典：ERA 作成環境社会配慮文書（2014 年 6 月版）と第 2 次現地調査での収集情報に基づいて準備調査団

作成 
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(4) 補償・支援策 

本プロジェクトで補償の対象となるのは、取得用地上にある住居・店舗と樹木（コン

ボルチャのみ）である。エチオピアでは土地は共有の財産であり個人の土地所有権は認

められていないため、収用される土地への補償はない。住居・店舗への補償は世銀 O.P.4.12

に準じて再取得価格であり、樹木への補償は所在地の農林局の定める補償水準に基づい

ている。またエチオピア法規に基づいて移転費用も支払われる。 

カット・オフ・デートの日付は、2 箇所とも ERA と地元当局（コンボルチャ市とハラ

マヤ・ワレダ）が本件について協議・合意した日である。この日以降に建築・建設され

たり、植生されたり、現状から変更されたりしたものは本プロジェクトによる補償の対

象外である。この点は ESMT による現地調査の際、住民に通知され、また個別の事物に

ついての確認・相談も受け付けた。 

今回プロジェクトの補償受給資格者は、世銀 O.P.4.12 所定の通りとされ、さらにカッ

ト・オフ・デート前に財産・資産がインベントリーに記載された人に限られる。 

移転地は、コンボルチャには現住地に、デンゲゴは店舗の現在地に近い場所がそれぞ

れ地元当局から ERA に移転先として提示されている。コンボルチャ市では、市 M/P の実

施や世銀によるバイパス道路建設事業のため、住民移転が市内各所で発生している。こ

れら住民の移転先地が市内各所で整備されており、今回プロジェクトに提示された移転

地はそのうちの一つである。水道・電気はすでに敷設されており、別事業の PAPs の住居

建設や入居が始まっている。今回プロジェクトの PAPs 用とされている一画は PAPs が希

望するような集団移転が可能な面積があり、電気・水道はこの一画まで延伸工事を行え

ば済むので、インフラ整備に要する時間は相対的に短くてすむ。なおこの一画は、現住

地と小高い丘を挟んで反対側にあり、農地や墓地への距離が近い。他方、デンゲゴの移

転地は ROW 外の国道に隣接した一区画である。国道拡幅工事の資材置き場であった場所

で、電線が周囲を走っており、公共水栓が１ケある。インフラ整備はこの電気を延伸し、

公共水栓を新規に設置する予定で、デンゲゴでもインフラ整備に要する時間は相対的に

短いことが見込まれる。 

 

(5) 苦情処理メカニズム 

ERA はエチオピア法規に基づいて、補償対象の査定、補償額の算定、苦情処理及び移

転プロセスのモニタリングのため、住民移転実施委員会（Resettlement Implementation 

Committee: RIC）を設立する。この RIC のメンバーは ERA から ROWT、PAPs の代表者（複

数参加が可能）、地元当局（コンボルチャの場合は市とケベレ、デンゲゴの場合はワレダ

とケベレ）、有識者である。 

 

また ERA は、苦情処理の手続きは、次のようにされることとしている。 

- 透明性が高く簡潔であること。 
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- 苦情処理手続きは無料とされるべきこと。 

- 苦情処理手続きは速やかに進めること。 

- 苦情への対応を決定するに当たっては、PAPs 代表者がその場に参加するべきこと。 

- 苦情を受け付けてから解決に至るまでの応答時間は可能な限り短くすること。 

 

苦情処理は、苦情を申立て側と申立てられた側で穏便に解決されることが望ましい。

しかしそうならなかった場合のプロセスは次のようになっている。 

i. PAP は RIC 委員長に苦情を日付と氏名を記した書面で申し立てる。当該 PAP が字

が書けない場合は代筆してもらい、真正であることの証しとして親指で捺印する。 

ii. RIC は申立人と協議してから 15 日以内に判断を示す。苦情が資産の査定に関する

ときは、外部専門家を招へいして査定しなおすことができるが、長時間を要する

であろう。この場合は、RIC は申立人に再査定中であることを伝える。 

iii. 申立人が期限を過ぎても RIC から通知を受け取らなかったり、RIC の判断結果に

不服の場合は、地方裁判所にも申し立てることができる。 

iv. 地方裁判所の判決が申し立て事案についての最終判断となる。 

また申立人は、裁判所に申し立てる前に、ERA の ROWT や常駐技師、あるいは工事業

者に申し立てることができる。 

 

(6) 実施体制（住民移転に責任を有する機関の特定、及びその責務） 

エチオピアで土地取得を行えるのは、行政当局であり、住民移転もその行政当局が実

施責任を持つ。しかし、今回プロジェクトについては、ERA 事業に関する住民移転であ

り、移転費用は暫時、ERA 予算で行われる。そのため ERA の地方事務所、ESMT 及び

ROWT が対応する。デンゲゴは住民移転に関して地元当局の能力や経験が限られている

こと、またコンボルチャは ERA 地方事務所が移設地の検討や交渉に関わり市よりも関与

度が高いこと、これらの背景も考慮されている。 

 

 

(7) 実施スケジュール（損失資産の補償支払い完了後、物理的な移転を開始） 

詳細なスケジュールは ERA が土木工事も含めて作成するワークプランを待たねばなら

ない。しかし、ERA のこれまでの経験、住民移転の規模、移転先の現状から判断して、

ERA が住民移転作業に着手後 3～4 カ月程度で住民移転が完了する見込みである。移転先

では、まず水道・電気という生活インフラを ERA が地元当局の協力を得て整備する。 

 

(8) 費用と財源 

ERA による PAPs 現況調査結果（表 7 参照）を踏まえた概算費用は次の通りである。

費用は暫時、ERA 予算で対応する。ERA は自前予算による荷重計更新事業を計画してい
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た経緯があり、その予算のなかで対応できるとのことである。なお通常、住民移転は地

元当局が実施責任者であり、費用も地元当局が支出する。 

概算額の費目のうち補償費は、地元当局がそれぞれ設定している単価を利用している。

この単価は、取り壊し予定の住居・店舗と同様の建材の市場価格、使用量、輸送費、工

事費を含めて 1m2 単位で算出したもので、地域ごとに設定されている。実際の補償額は

補償委員会が具体額を算定するため、増減が見込まれる。また概算には転居費用はまだ

含まれていない。これは提示された移転地を PAPs が受け入れることについて、正式な確

認が取れていないためである。 

 

表 2.15 住民移転経費概算額 

（単位：エチオピア・ブル） 

 コンボルチャ（移設） デンゲゴ（既存施設の拡張） 

建物補償（再取得価格） 1,453,928 719,082 

樹木補償 533,715 0 

モニタリング・評価 5,000 10,000 

管理費 25,000 8,000 

小計 2,017,643 737,082 

予備費（小計の 10%） 201,764 73,708 

合計 2,219,407 810,790 

円貨換算額 

（1 ブル=5.30 円、2013 年 12 月） 

¥11,762,857 ¥4,297,187 

出典：ERA 作成環境社会配慮文書（2014 年 6 月版）に基づいて準備調査団作成 

 

移転に係る「エ」国側負担経費は約 16.1 百万円である。 

 

(9) モニタリング体制 

住民移転のモニタリングは RIC が担当し、ROWT が支援する。RIC のメンバーには PAPs

代表者が加わる。これに加えて、モニタリングに際し、PAPs は必要に応じてモニタリン

グ対応のための代表を選ぶことができ、住民がモニタリングにより参加できるようにし

ている。 

モニタリングする項目の主要なものは次のように予定されており、それぞれに応じた

具体的指標案が設定されている（別添資料のモニタリング・フォーム案参照）。 

- 補償支払い状況 

- 特に社会的弱者への支援受けとり状況 

- 土地収用状況 

- 移転先での建物の建築状況 

- 生計再建状況 

- 収入の変化 
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また ERA では本プロジェクト終了後、つまり荷重計の供用開始後に PAPs の状況を調

査する予定である。これは移転先の場所、住民移転スケジュール、苦情処理メカニズム、

社会的弱者への支援等の妥当性を評価し、ERA のガイドラインに沿って住民移転が適切

に実施されたかを確認し、必要に応じて ERA ガイドラインに反映することが評価するこ

とが目的である。 

 

(10)住民協議 

ERA は環境社会配慮文書作成に先立って住民協議を実施しており、いずれのサイトでも

住民は移転に同意している（「2.2.3.1( 7 )ステークホルダー協議」を参照）。 

今後は移転準備と RIC 設立のための住民説明会の開催、また RIC 設立後は、RIC によ

る住民への補償額算定のため説明会等の開催が予定されている（資料６の（3）各種モニ

タリング・フォーム（案）集参照）。 
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第 3 章 プロジェクトの内容 

3.1 プロジェクトの概要 

3.1.1 上位目標とプロジェクト目標 

内陸国である「エ」国において幹線道路は農産物や物資等の流通に必須である。「エ」

国の幹線道路の整備は進捗してきたが、「エ」国人口の 86%が居住する農村部の人口のう

ち約 6 割が全天候型道路から 5km 以上離れて居住するなど、未だに道路整備のニーズは

高い。これを踏まえて我が国は、「1.3 我が国の援助動向」にあるように無償資金協力、

技術協力などで道路セクターを支援してきた。しかしながら過積載車による道路損傷お

よび損傷によって起こる事故、渋滞が問題となり道路整備効果が阻害されている。道路

管理者である ERA は過積載車の取り締まりを行うため、反則金の徴収に加えて過積載分

の荷下しを強制する等、近年厳しい管理を実施しているが、既設荷重計の老朽化による

計測信頼性の低下、また計測所数の不足から、十分な取締りを行うことができていない

のが現状である。このような状況を踏まえ、「エ」国政府は我が国に対し、現在全国で設

置済みの計測所 11 箇所の既設荷重計 11 台の入れ替えおよび、新設する計測所 8 箇所の荷

重計 8 台の新設に係る無償資金協力を 2012 年 9 月に要請した。本プロジェクトは以下の

ような上位目標とプロジェクト目標を掲げる。 

上位目標：「エ」国道路網整備の支援 

プロジェクト目標：「エ」国幹線道路上の過積載車取り締まりポイントへの荷重計の設

置、更新を通じて、通行車両の積載量計測を強化・効率化することにより、道路損傷の

防止と道路交通の円滑化を図る。 

 

3.1.2 プロジェクトの概要 

上記目標を達成するために、次のような投入を検討する。 

(1) プロジェクトの内容（我が国への要請内容） 

11 箇所の既存計測所にある荷重計の入れ替えと新設計測所 8 箇所への新規設置、合計

19 箇所への荷重計設置。 

 

(2) プロジェクトの対象地域（要請段階） 

表 3.1 に地域と名称を示す。 

 

表 3.1 対象地域 

地域 計測所名 数量 
1) 更新 11 箇所 

アディスアベバ近郊 スルレタ、アレムゲナ、ホレタ、センダファ 4 
アムハラ州 コンボルチャ 1 
オロミア州 モジョ、アワシュ、シャシャマネ 3 
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地域 計測所名 数量 
南部諸民族州 ジンマ 1 
アファール州 セメラ 1 
ソマリ州 デンゲゴ 1 

2) 新設 8 箇所 
ティグライ州 クイハ 1 
アムハラ州 アンバギオルギス、ワレタ、ティク 3 
オロミア州 ヤベロ 1 
南部諸民族州 ネケムト、アソサ 2 
ソマリ州 ジグジガ 1 

出典：準備調査団 

 

図 3.1 に各計測所の配置を示す。 

 

 
出典：準備調査団 

図 3.1 要請 19 箇所位置図 

 

3.2 協力対象事業の概略設計 

3.2.1 設計方針 

本プロジェクトは、一般無償資金協力の活用を前提として、プロジェクトの背景、目

的および内容を把握し、効果、技術的・経済的妥当性を検討のうえ、協力の成果を得る

ために必要かつ 適な事業内容・規模につき概略設計を行い、概略事業費を積算すると

ともに、プロジェクトの成果・目標を達成するために必要な相手国側分担事業の内容、

実施計画、運営・維持管理等の留意事項などを提案する。 
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3.2.2 基本計画 

3.2.2.1 協力対象候補の選定 

MD 中の合意事項から（下図および巻末資料参照）適切な事項を評価指標として選定し、

要請された 19 箇所の候補計測所について、協力対象としての妥当性を評価した。 

 

 
出典：準備調査団 

図 3.2 MD と採用した評価指標 

 

具体的には次のように評価を行った。 

1) 調査､実施を通して安全な地域にあることを確認した（MD7-3）｡ 

2) 他の整備計画が判明した計測所は支援対象から除外した（MD4-2）｡ 

3) 適切な用地が確保されているか確認した｡確保されていない計測所は除外した

（MD7-3）｡ 

4) 過積載規制に効率的な配置となっているか評価した（MD7-3）｡以下の 4 区分で評

価し､D の場合は除外した｡ 

A：複数道路を規制できる道路網の結節点、 

B：交通が集中する放射状道路網の中心部、 

C：既存施設がない地域、 

D：同一路線の近距離に計測所がある。 

5) 日本プロジェクト保全への貢献を評価した（MD7-3）。 
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表 3.2 評価結果 

 
出典：準備調査団 

 

この結果、本プロジェクトの協力対象候補は、図 3.3 に示す 14 計測所とすることで ERA

と合意した。 

 

  区分

1 クイハ 新 ○ A ○ A ○ A ○ C △ B ○
2 ジグジガ 新 ○ A ○ A ○ A × D △ B ×
3 ヤベロ 新 ○ A × B ○ A ○ C △ B ×
4 ネケムト 新 ○ A × B ○ A ○ C △ B ×
5 アソサ 新 ○ A × B ○ A ○ C △ B ×
6 ティク 新 ○ A ○ A ○ A ○ A ○ A ○
7 ウォレタ 新 ○ A ○ A ○ A ○ A ○ A ○
8 アンバゲオルギス 新 ○ A ○ A × B ○ C △ B ×
9 コンボルチャ 既（移） ○ A ○ A ○ A ○ A △ B ○
10 セメラ 既 ○ A ○ A ○ A ○ C ○ A ○
11 デンゲゴ 既（拡） ○ A ○ A ○ A ○ A ○ A ○
12 アワシュ 既（移） ○ A ○ A ○ A ○ A ○ A ○
13 モジョ 既 ○ A ○ A ○ A ○ A ○ A ○
14 シャシャマネ 既（移） ○ A ○ A ○ A ○ A △ B ○
15 ジンマ 既 ○ A ○ A ○ A ○ A △ B ○
16 アレムゲナ 既（移） ○ A ○ A ○ A ○ B △ B ○
17 ホレタ 既 ○ A ○ A ○ A ○ B △ B ○
18 スルルタ 既 ○ A ○ A ○ A ○ B ○ A ○
19 センダファ 既 ○ A ○ A ○ A ○ B △ B ○

新：新設 A：複数道路を規制できる道路網の結節点

既：既設 B：交通が集中する放射状道路網の中心部

既（移）：既設→移設 C：既存計測所がない地域
既（拡）：既設＆拡張 D：同一路線の近距離に計測所がある

B：危険地域

図
2の

番
号

名　　称

１）安全 ２）整備の重複 ３）適切な用地

　B：重複あり 　　B：不適切 B：路線外

４）配置の

効率性

５）日本
プロジェクト

保全 評価

A：安全地域 　A：重複なし 　　A：適切
（下参照）

A：同一路線上
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出典：準備調査団 

図 3.3 協力対象候補 14 箇所位置図 

 

協力対象候補から除外された 5 箇所の内、ネケムト、アソサ、ヤベロは、｢エ｣国自己

資金で計測所が整備される予定である。 

 

(1) センダファ計測所（図 3.3 の 10）とセメラ計測所（同 19） 

ERA は、既存計測所を優先度の高い箇所と位置づけ、新しい高性能な荷重計に更新す

ることを基本方針とした。既存計測所のうち、センダファとセメラ両計測所は、近年整

備されたばかりの新しい計測所なので、老朽化という観点では更新の必要性は乏しい。

しかしながら、設置されている荷重計は単軸計測であるから、本プロジェクトで検討し

ている複軸同時計測荷重計より機能が劣る。両計測所は、整備優先度が高いから自国資

金で設置したので、ERA は本プロジェクトで高性能な荷重計に更新することを要望し、

既設の荷重計（軸重）をネケムト、アソサに自己資金で移設することを提案してきた。

これを受け、既設荷重計撤去後のセンダファとセメラを本プロジェクトの協力対象候補

とすることで合意した。 

 

(2) コンボルチャ計測所（図 3.3 の 9）とデンゲゴ計測所（同 11） 

「2.2.3 環境社会配慮」で述べたように、コンボルチャ計測所及びデンゲゴ計測所におい

て、第一次調査時点（2013 年 12 月）で住民移転が発生することが明らかになり、環境社
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会配慮の必要が生じたため、第二次調査で追加調査を実施した。計測所の機能を確保し

つつ住民移転を 小化する用地案を検討した（表 2.8 参照）。 

 

(3) ERA 調査結果との比較 

1.1.2 (4)で述べた ERA による荷重計測所計画と本調査の結果を表 3.3 にとりまとめた。 

 

表 3.3 ERA 調査と本調査の比較 

番号 名称 

ERA 調査結果 

本調査の結果 
新旧 

A:新設

B:既設

BA:移設 

緊急性 
AA:5 年以内

A:10 年以内 
C:整備済み 

機材

1 クイハ A A B 協力対象候補とした。 

2 ジグジガ A AA C 
近隣の計測所と重複するので規制効果が低く、協力対

象外とした。 
3 ヤベロ A AA B 自己資金の整備計画と重複する、協力対象外とした。

4 ネケムト A A B 自己資金の整備計画と重複する、協力対象外とした。

5 アソサ A AA C 自己資金の整備計画と重複する、協力対象外とした。

6 ブレ A A B 
用地が適切な同一路線上のティクに変更、協力対象候

補とした。 
7 ウォレタ A AA B 協力対象候補とした。 
8 アンバゲオルギス A A B 適切な用地がなく規制効果も低く、協力対象外とした。

9 コンボルチャ BA AA B 
移設予定地の移転問題の解消を条件として協力対象

候補とした。 

10 セメラ A AA A
既存軸重計を「エ」国が自己負担で撤去することを条

件として協力対象候補とした。動態計測は交通量から

不要、協力対象外とした。 

11 デンゲゴ B AA B 
既設計測所内の移転問題の解消を条件として協力対

象候補とした。 

12 アワシュ B AA A
協力対象候補とした。但し交通量から動態計測は不要

と判定、協力対象外とした。 

13 モジョ B AA A
協力対象候補とした。計測所の移設により動態計測は

不要と判定、協力対象外とした。 

14 シャシャマネ BA AA B 
適切な移設予定地であることを確認、協力対象候補と

した。 
15 ジンマ B AA B 協力対象候補とした。 

16 アレムゲナ BA AA A
協力対象候補とした。交通量から動態計測は不要と判

定、協力対象外とした。 
17 ホレタ B AA B 協力対象候補とした。 
18 スルルタ B AA B 協力対象候補とした。 

19 センダファ B C D
既存の軸重計を「エ」国が自己負担で撤去することを

条件として協力対象候補とした。 
機材凡例：A:荷重計＋動態計測、B:荷重計、C:移動式荷重計、D:現状維持 
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3.2.2.2 機材の要件設定 

(1) 荷重計の仕様 

「エ」国では、すべての貨物積載トラックは各主要国道に配置されている計測所の通過

時にチェックを受けることが義務付けられている。チェックを受けるトラックは、全軸

重を軸重毎に計測されており、計測結果が手書きで記録されていることから、1 台あたり

の計測時間が長く、交通量の多い計測所では、計測待ちのトラックが渋滞を引き起こし

ている。過積載の防止と道路交通の円滑化に寄与するため、本プロジェクトで調達する

荷重計は、計測を短時間で効率的に実施できるように、車両の全重、軸重、輪重の 3 項

目を同時に計測できるものとする。また、透明性を高め、手続きを効率化する ERA の「近

代化」の方針を踏まえ、自動的にデータを記録する仕組みを採用する。荷重計について、

以下の MD 合意を基本方針として必要な要件を設定する。 

 
 

(a) 荷重計寸法 

荷重計は、同時に車両の全重、軸重、輪重の 3 項目を計

測するため、トラック全体が載る大きさでなければならな

い。｢エ｣国の道路交通法で規定しているフルトレーラの車

両長さは約 18m であり、一般的に使われている 6 軸フル

トレーラのホイールベース（車軸間距離）は 大 16.5m 程

度である。この標準的なフルトレーラを計測する荷重計と

して延長約 20m、この前後に計測車両が一時停止するスペ

ースとして両側に各 1 台分約 20m、合計約 60m（20+20+20）を延長方向に確保し、幅は

車両幅に構造物幅を加えた約 3.5m、合わせて約 60m×3.5m を設置に必要な用地とする。

図 3.4 に施設寸法割付を示す。 

 

 
出典：準備調査団 

図 3.4 施設寸法 

出典：準備調査団 

代表的なフルトレーラ 
（Wheel Base は 16.5m 程度）
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(b) 秤量、精度 

｢エ｣国の道路交通法は、第 1 軸の軸重を 8t まで、第 2-6 軸の各軸重を 10t までに制

限しており、一般的な 6 軸車両の 大車両総重量は 58t である。一方、過積載の実績

を見ると、既存の計測所での荷降ろしの実績から、 も多い計測所の荷降貨物の平

均値が 6.5t となっている。荷重計の秤量（測ることのできる 大質量）は、一般的

に 10t 単位で設定するため、過積載の実態を踏まえ、秤量を 70t とするのが適当であ

る。現地調査では、砕石を満載した 3 軸ダンプ（6 x 4）が多く走行していることを

確認し、ERA 職員から相当な過積載の懸念が挙げられたが、物理的に可能な砕石に

よるダンプの車両総重量は 30-40t 程度と判断されるため、計測可能である。 

なお、通常、荷重計の耐荷重は秤量の 1.5 倍程度であり、秤量を 70t として設計し

た荷重計は、仮に 100t 程度の荷重をかけても、壊れることはない。また、総重量が

70t を超えた場合にも、トラクタ側の 1-3 軸と、トレーラ側の 4-6 軸を別々に計測し、

合算して総重量を算出する事で対応することができる。 

ERA は制限軸重を超える部分（過積載部分）に対して、100kg 程度の単位での反

則金の課金を検討中であり、計測精度はこれ以上のものが必要になる。現在、日本

の業者で製造可能な計測精度は±20～30kg 程度であり、ERA の要求を満たしてい

る。 

(c) 計測項目 

ERA 本部、計測現場共に、計測時間の短縮を希望しており、各軸重および車両総

重量が同時に計測できる機材とするのが適当である。本仕様は日本製で調達可能で

あり、ERA は日本製の荷重計を希望している。 

(d) 荷重計の据付方法 

｢エ｣国の 11 台の既設荷重計（軸重）は全て掘り込み（ピット）式である。ERA は

維持管理方法を熟知していることから、供与する荷重計は同様にピット式とするの

が適当である。 

(e) その他の項目 

入札仕様書で仕様を規定する。 

 

(2) 付帯施設 

荷重計本体の他に、「1.1.2 (3) ERA が進める近代化（Modernization）」の一環として測定

結果記録の入力、保存を電子化する（PC を機材に含める）ことで合意した。これにより、

記録、各種書類発行に要する時間が短縮され、新規荷重計設置による時間短縮効果を高

めることができる。また付帯施設として、円滑な計測のため、計測車両を制御する信号

機、各軸重の計測結果を瞬時に運転手が確認できるように表示する装置を設置すること

で合意した。 
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出典：準備調査団 

図 3.5 付帯施設 

 

 
出典：準備調査団 

図 3.6 計測結果記録システム 

 

(3) その他 

(a) ダブルキャビントラック 

ERA によれば各計測所には、計測に対する不公平感をなくすため、計測を逃れた車

両を追尾する車両を配置する必要がある。ERAから 19箇所の計測所に車両の供与を要

請された。車両は過積載取り締まり体制の一環と考えられるので協力対象として検討

したが、車両の運用目的が明確ではないことが判明したので、本プロジェクトでの供

与は見送ることとした。 
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(b) 予備動態荷重計測器（Weigh in motion） 

Awash および Modjo 計測所（国道 1 号線）には荷重計本体と合わせて Weigh in motion

の導入を ERA は要請した。これは両計測所の交通量が多く、計測による交通渋滞の発

生が懸念されるので、本計測の前に違反車両を Weigh in motion により選別することで

計測対象を減らし渋滞を回避するためである。しかしながら、本プロジェクトで提案

する荷重計により、計測時間が大幅に短縮すること、及び以下に述べる理由から、想

定される交通量を渋滞を発生させずに処理できることが判明した。このため、本プロ

ジェクトでは、Weigh in motion 導入は時期尚早として協力内容から除外することで合

意した。 

Awash：現況の計測所は重方向（ジブチ→アディスアベバ方向）と反対側に位置するた

め計測待ち車両が渋滞を引き起こしている。図 3.7 のように、ERA が所有する

重方向側にある駐車場（未利用地）へ計測所を移転すれば渋滞が解消されるの

で、 本プロジェクトによる Weigh in motion の導入は必要ない。計測所の移転

はERAの将来計画にもあることだったため、ERAは計測所の移転に合意した。 

 

 
出典：準備調査団 

図 3.7 アワシュ計測所移転 

 

Modjo：2014 年 4 月に Modjo をバイパスする高速道路が開通した。これにより、交通

量、特に貨物車両の減少が予測されるため、Weigh in motion の導入は必要ない。 

 

3.2.2.3 計測所用地 

(1) 計測所施設 

現地調査の結果から荷重計測に必要な計測所の標準的な施設内容を図 3.8 に示す。 
 荷重計 

 アプローチコンクリート 

 取付道路 

 計測室及び事務所 
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 排水施設 
 

 
出典：準備調査団 

図 3.8 計測所施設 

 
(2) 用地規模 

用地は計測所の円滑な運用のために十分な大きさを確保しなければならない。 

(a) 用地構成 

計測所は、計測施設（荷重計＋計測室）、計測を待つ車両の駐車場、降ろした過積

載貨物の仮置き場から構成される。 

(b) 計測所必要面積 

「エ」国には計測所の用地についての規定が特にないため、既存施設のうち 2013 年

に完成した Sendafa 計測所を参考に、道路方向に、幅約 300m、奥行約 50m を標準的な

計測所の用地とする。300m から荷重計分 60m を除くと 240m、これを両側に振り分け

ると各 120m の取付道路と待機駐車場用地が確保できる。これだけのスペースがあれば、

車両は余裕を持って出入りができる。 

計測室は平面的に 5×5m 程度なので、残りの用地は、貨物仮置き場として十分な広

さである。 

 

 
出典：準備調査団 

図 3.9 標準計測所 

 

(c) 排水施設 

荷重計は屋外に設置されるので、荷重計部に降る雨水を荷重計外へ排水しなければ

ならない。荷重計の直横に設ける排水ピットは、基礎と一体の構造物とみなし日本側
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負担とする。排水ピットから計測所外への排水は、現地の地形に左右されるため「エ」

国側負担として合意した。現況では次図のような施設が設置されている。 

 

 
図 3.10 現況排水施設 

 

(3) 計測所の用地案 

「2.2.3 環境社会配慮」において、機能を確保しつつ、住民移転を 小化する代替案を

検討し、コンボルチャ計測所及びデンゲゴ計測所の用地案を以下のように決定した。 

 

 
*荷重計を道路に並行して設置することで、取付道路分の奥行を減少 
*貨物仮置き場スペースを標準形より狭めて用地を減少 

図 3.11 コンボルチャ計測所の用地案 

City Centre

Dese 
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*荷重計を道路に並行して設置することで、取付道路分の奥行を減少 
*計測所の東に位置するモスを存続させるため、右側アプローチ道路の幅員を 15m→10m に縮小 
*貨物仮置き場スペースを標準形より狭めて用地を減少 

図 3.12 デンゲゴ計測所の用地案 

 

3.2.3 概略設計図 

荷重計設置のためのピット及びアプローチコンクリートの概略設計図を図 3.13 に示す。 
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出典：準備調査団 

図 3.13 概略設計図 
 

据付工事については小規模な土工事、鉄筋コンクリート工事、さらに鋼桁設置工事を

施工する。 

 「エ」国で上の同種、同規模の工事経験を有するローカルコントラクターは多数あり、

据付工事施工についてはローカルコントラクターで実施可能である。 

 据付に必要な資・機材は全てアディスアベバで調達可能である。アディスアベバで

調達後、各設置場所へ輸送する。 
 
3.2.4 調達計画 

3.2.4.1 調達方針 

(1) 全体工程計画 

本プロジェクトについて、以下の条件を勘案し、表 3.4 に示した全体工程計画を策定し

た。 

 先方負担事項（主に協力対象計測所の用地・施設整備）の実施期間に配慮する。 

 単年度案件の要件として E/N 締結後 24 カ月以内に支払いまで完了する。 

ERA は、詳細な「エ」国側負担工事の施工計画を E/N 締結前までに JICA エチオピア事

務所へ提出すること及び入札公示前までに負担工事を終了することに合意した。 
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表 3.4 全体工程計画表 
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(2) 調達計画 

(a) 輸送ルート 

エチオピア国への輸送ルートは下記が一般的である。 

(i) 日本出し貨物：日本輸出港（海上輸送）→ジブチ→アディスアベバ（陸上輸送） 

(ii) 南ア出し貨物：南ア輸出港（海上輸送）→ジブチ→アディスアベバ（陸上輸送） 

荷重計、ダブルキャブ車両ともに 40Ft コンテナでの輸送を想定し、輸送期間は、

海上＋陸上合わせて 2 カ月を見込む。 

(b) エチオピア内の輸送、保管方法 

エチオピア内には他国と同様に幾つかの通関場所があり、アディスアベバに運ぶ貨

物の通関は主に Mille にて、jigjiga 方面の貨物は DireDawa で行われるのが一般的であ

る。 

今回の荷重計はエチオピア内の各所に配置されるが、設置工事期間が数カ月に及ぶ

ため、設置場所への搬入時期もばらつく事が予想される。従い機材保管期間中の安全

性を考慮し、貨物（コンテナ）はアディスアベバの ERA 敷地内に仮置きし、工事計画

にあわせて出荷することとする。アディスアベバから据付け場所までの運搬費用は、

据付け工事の一部として積算する。 

 

 
ジブチからの貨物で満杯の通関風景 X-線貨物検査も実施 

写真 3.1 通関状況（Mille） 

 

(3) 事業実施主体 

本計画が日本国政府の無償資金協力により実施される場合の両国関係機関の体制を図

3.14 に示す。 
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図 3.14 事業実施関係図 

 

我が国の無償資金協力のシステムに従い、実施設計及び調達監理は日本法人のコンサ

ルタントが担当し、本計画の機材調達についても日本法人が主契約者となる。 

 

(4) 相手国政府 

本計画の「エ」国側実施機関はエチオピア道路公社（ERA）である。実施機関のもと、

調達された機材を運営・維持管理を行うのは道路資産管理担当（Road Asset Management）

である。各実施段階の「エ」国側責任機関を表 3.5 に示す。 

 

表 3.5 実施段階における「エ」国側責任機関 

実 施 段 階 責 任 機 関 
交換公文(E/N)、贈与契約(G/A) 財政経済開発省（MOFED） 

機材調達・搬入据え付け 
ERA-Road Asset Management-Network management 
coordination 

過積載取締り 
ERA-Road Asset Management-Network management 
coordination-Vehicle size & axle load management Team 

 

(5) コンサルタント 

E/N 及び G/A 締結後、運輸通信省は速やかに日本のコンサルタントとの間で役務契約

（コンサルタント契約）を締結する。契約したコンサルタントは本計画の実施設計、入札

図書作成、入札執行補助及び調達監理業務等についてエンジニアリングサービスを提供

し、本計画の機材引渡し完了まで責任を負う。 

 

日本国政府  
エチオピア国政府 

日本法人のコンサルタント 

各契約書の認証 
実施機関 

（道路公社） 

交換公文（E/N）

機材調達契約 

国際協力機構 贈与契約（G/A）

・実施設計（入札図書作成）

・入札補助、機材調達監理 

・検収、据え付け監理 

・操作､取り扱い指導監理 

日本法人の納入業者 

・資機材調達 

・輸送 

・納入、据え付け 

・操作､取り扱い指導監理 

コンサルタント契約 

機材調達監理 
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(6) 機材納入業者 

入札参加資格制限付き一般競争入札により、要求された品質・仕様について審査に合

格し、落札した納入業者は、運輸通信省と本プロジェクトで計画された機材の納入に関

し、契約を結ぶ。 

 

3.2.4.2 調達上の留意事項 

(1) 入札数量 

3.2.2.1 で述べたように調査完了段階の協力対象候補は 14 箇所だが、本プロジェクトの

機材の設置は先方負担工事の完了が条件であるから、先方負担工事の進捗によっては入

札数量を変更する（減）。数量の決定と変更についてはＭＤの７－７でＥＲＡと合意済み

である。 

(2) 相手国負担事項 

次節 3.2.4.3 で述べる特記事項以外に、電気、給水は「エ」国の負担事項である。 

(3) 免税措置 

通過国の通関手続きは日本側負担であるが、｢エ｣国の通関手続きは先方負担である。

「エ」国の関税については実施機関であるＥＲＡが予算措置を実施することになっている。 

 

3.2.4.3 調達・据付区分 

本プロジェクトの工事は、計測所の整備と荷重計本体の据付の 2 つに分かれる。荷重

計の据付と荷重計本体の機能に関連する工事は、荷重計の機能発揮を担保するため日本

側で行うこととした。アクセス道路（計測所用地の整地や舗装も含む）や計測室・管理

棟の建設はエチオピア側が負担することで合意した。工事分担は MD 中の 7-7 に取りまと

められた。 

 

「エ」国側と日本側の分担を図 3.15 に示す。 

出典：準備調査団 
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出典：準備調査団 

図 3.15 工事負担区分 

 

表 3.6 施工区分 

 
出典：準備調査団 

 

日本側負担工事は、本件の荷重計を調達する業者が荷重計基礎工などの土木工事を実

施する。 

「エ」国側工事は、近年開設した既設 Sendafa 計測所、Semera 計測所などが参考となる。

整地、取付道路工事などは一般的な工事内容なので、経験豊富な ERA にとって特段の留

意事項はないものと考える。 

さらに MD7-7 で「エ」国側負担工事の実施期限を「エ」国側と次のように合意した。 

 「エ」国側は、負担工事の計画を E/N 締結の前に用意する。 

 「エ」国側は、入札公示前までに負担工事を終了する（終了が確認されない計測所の

荷重計は、入札の対象としない）。 

 

3.2.4.4 調達監理計画 

(1) 基本方針 

E/N 及び G/A 締結後、無償資金協力の枠組みに基づき E/N に示された業務範囲におい

て、日本法人コンサルタントが「エ」国政府とのコンサルティング業務契約を結び調達

監理業務の実施に当たる。コンサルタントは、事業実施の背景、協力内容の策定に係る
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概略設計の経緯・趣旨を十分に理解した上で業務に当たることが重要である。 

 

(2) 業務内容 

調達監理業務の主要内容は次のとおりである。 

 着手協議、現地確認 

 相手国負担事項実施状況確認 

 機材仕様のレビュー 

 入札図書作成 

 入札図書の説明･承認取得 

 入札業務補助（公示、図書配布、入札執行、結果評価） 

 契約促進補助（契約交渉、契約立会い、契約認証手続き） 

 機材発注書の発行確認 

 工場検査・出荷前検査 

 船積み前検査（第三者機関へ委託） 

 現地事前打合せ（搬入・据え付けスケジュール、免税措置確認、初期指導実施要領） 

 据え付け工事監理 

 運転・操作指導・点検整備指導立会い 

 検収・引渡し 

 完了届の作製 

 

3.2.4.5 品質管理計画 

調達される機材が、契約によって定められた品質・仕様を満足していることを確認す

るために、調達業務の各段階において下記の検査を実施する。 

 調達業者発行の機材発注書の内容確認 

 機材製造工場における工場出荷前検査 

 船積み前検査 

 荷重計据え付け時の検査 

 機材引渡し時の検査 

 

3.2.4.6 資機材等調達計画 

実施機関における既存荷重計は、フランス製、イギリス製であるが、本プロジェクト

で要求される仕様を満たすものは、日本製のみであることから、日本調達とする。 

 

3.2.4.7 初期操作指導・運用指導等計画 

次のような初期操作指導を検討している。 

 アディスアベバ近郊の設置が終了した計測所で実施する。 



3-21 
 

 対象者は 14 箇所の選抜職員、3 班のうちの 1 班、3 名程度。 

 対象者は合計 42 名になるので 2 回程度に分ける。 

 補修要員にも別途時間を設けて、点検・修理実習を行う。 

 

3.2.4.8 ソフトコンポーネント計画（ソフトコンポーネントなし） 

 

3.2.4.9 実施工程 

本プロジェクトは、我が国の無償資金協力に基づき実施され、その工程は表 3.7 のよう

になる。 

 

表 3.7 事業実施工程 

 
 

3.3 相手国側分担事業の概要 

計測所建設に関しては次のような工事を「エ」国が分担する。 

 

表 3.8 「エ」国側分担工事 

工事内容 既設 新設（移設）

既設荷重計の撤去、設備の取り壊し ○ ― 

用地整備（切盛土などの土工、排水整備、給水、配電） ― ○ 

用地整備（既設施設取り壊し） ○ ― 

取付道路建設 ○ ○ 

計測室建設 ― ○ 

 

3.4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

既設計測所で過去 30 年以上に渡って行われてきたのと同様の運営・維持管理計画が継

続して実施される。3 シフト制の計測チーム、年 1 回の定期検査などである。定期検査は、

本部の Technician 2 名が、分担して全国の計測所を訪問して定期整備を行っている。ERA

は、既存荷重計の維持管理を 30 年以上も行ってきたノウハウを有し、その技術水準は、

初期運転・点検指導により新機材にも十分対応可能な水準にあると言える。新たな荷重
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計測器を導入にあたり、トレーニングを実施し、技術移転を適切に行うことで、持続的

に維持管理を行うことができると判断する。 

 

(1) 運営・維持管理に必要な人員 

既設の計測所の人員は、施設の更新後も継続して雇用されると想定される。一方、新

設の計測所であるクイハ、ティク、ウォレタ、及び稼働していないセメラの 4 箇所では

新たに職員を雇用する必要がある。既設の計測所の人員を参考に、計測所 1 箇所に必要

な人員を表 3.9 に示す。 

 

表 3.9 計測所人員配置 

役職 人数 
Station Inspector 1 名 
Inspector 6 名 
Cleaner 1 名 
Security man 3 名 
Driver 1 名 
合計 12 名 
出典：調査団 

 

(2) 機材運営・維持管理に必要な経費 

機材運営・維持管理のために部品代などの費用が必要である。 

 

3.5 プロジェクトの概略事業費 

3.5.1 協力対象事業の概略事業費 

(1) 日本側負担経費 

本プロジェクトは我が国の無償資金協力の取り決めに従って実施され、事業費は本プ

ロジェクトに対する交換公文締結の前に決定される。 

(2) 「エ」国側負担経費 

費  目 
経費 

万ブル 百万円 
荷重計「エ」国負担工事費 12,184 645.8 
調達機材の諸税 832 44.1 
銀行取極め手数料 11 0.6 
住民移転 303 16.1 

合  計 13,330 706.6 
 

本プロジェクトの実施に当たって「エ」国側が負担すべき金額は、計 13,330 万ブルで

ある。 
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(3) 積算条件 

 積算時点 2013 年 12 月 

 為替交換レート US$1.00＝99.99 円 

 1 ブル＝5.30 円 

 調達期間 実施設計、機材調達の期間は実施工程に示したとおり 

 その他 本計画は日本国政府の無償資金協力の制度に従い実施されるものとする 

 

3.5.2 運営・維持管理費 

(1) 運営・維持管理に必要な人員 

1 計測所あたり年間 35 万ブル（185 万円）、新たに人員を確保数必要がある 4 計測所（ク

イハ、ティク、ウォレタ、及びセメラ）で年間 140 万ブル（742 万円）の人件費が新たに

必要になると推定される。 

 

表 3.10 計測所職員給与推定 

役職 人数 年間給与（ブル/年） 
Station Inspector 1 名 3,300×12 = 39,600 
Inspector  6 名 3,000×12×6 = 216,000 
Cleaner  1 名 1,200×12 = 14,400 
Security man  3 名 1,500×12×3 = 54,000 
Driver  1 名 2,200×12 = 26,400 

合計 12 名 350,400 
出典：調査団 

 

(2) 機材運営・維持管理に必要な経費 

機材導入後に、機材の維持稼働のために必要とされる年間の運営・維持修理費は 1.8 万

ブル（9.4 万円）と見積られる。 

表 3.11 機材導入後の運営・維持修理費 

機材名 台数 
維持修理

比率(%)

標準使用

年数(年)

年間維持 
修理比率(%)

維持修理費／

年･台(万円) 
維持修理費

／年(万円)

トラックスケール 14 7.0 12.5 0.56 0.7 9.4 
注）「建設機械等損料表（日本建設機械施工協会）」による（平成 24 年度版） 

・標準使用年数は、日本国標準使用年数を用いた 
・年間維持修理比率＝維持修理比率／標準使用年数 
・年間維持修理費＝機材価格×年間維持修理比率 
・機材価格は、見積価格（CIF） 

 

上記の通り見積られた運営・維持管理費用 141.8 万ブル（140 万ブル＋1.8 万ブル）は、

2010 年の ERA の道路維持管理予算 2,947 百万ブルの約 0.05%である。本プロジェクトの

調達機材の運営・維持管理費に必要な予算は確保可能と判断する。 
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第 4 章 プロジェクトの評価 

4.1 事業実施のための前提条件 

荷重計を設置する器としての計測所整備が実施の前提条件である。 

計測所整備を予定通り進めるために、次のような留意事項が考えられる。 

 
 住民移転プロセスのモニタリング コンボルチャとデンゲゴの住民移転計画を E/N 前に完了 
 「エ」側負担工事モニタリング 「エ」側の工事進捗状況把握と各計測所の排水方向を確認指

示するため、先方負担実施中に 3 回程度の現地確認が必要

 負担工事の完成高で最終的な入札

数量とする 
入札公示の 1 ヶ月前程度に完成状況を確認後、入札数量を

決定（14 箇所から減る可能性もある） 
 据付期間中の安全確保 今回選定された 14 箇所には、現時点では、特に危険地域は

ないが、その後のモニタリングが必要 
 

本プロジェクトは、通例に比べて事業実施に先立つ先方負担事業の割合が大きいので

モニタリングが非常に重要である。 

 

4.2 プロジェクト全体計画達成のために必要な相手方投入（負担）事項 

地域的にばらついた 14 か所の計測所用地の整備というおおきな負担を先方は抱えるが、

ERA は実績から、期限内の達成を確約している。ERA の熱意と実績は近年の無償資金協

力案件で実証済みである。 

 

4.3 外部条件 

最近の「エ」国と周辺諸国の状況から、協力対象候補地が危険地域に指定されること

が考えられる。 

 

4.4 プロジェクトの評価 

4.4.1 妥当性 

エチオピア国では、過積載による主要国道の道路損傷が全国規模で発生している。本

プロジェクトで供与する荷重計は、これを防止するものであり、裨益対象は貧困層を含

む一般国民約 8,300 万人に及ぶ。 

我が国の対エチオピア国援助方針（平成 24 年 4 月）は、エチオピアは主要都市間の幹

線道路は道路・橋りょうの維持管理が不十分なため、交通に支障をきたし、経済開発の

障害になっていると認識し、「エチオピア 5 か年開発計画」が掲げる農業開発と工業化の

両方の実現のため、経済・社会インフラ開発を支援することとしている。本プロジェク

トは、我が国の高い技術力を活かすものであり、本方針と合致する。 

以上から、本プロジェクトを、我が国無償資金協力により実施することは妥当である

と判断される。 
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物流のための幹線道路の重要性は近年高まっており、安全な道路を維持し、維持管理

費を抑えるための過積載車取締が果たす役割は高い。 

 

A1号線：道路損傷（わだちの発生）が重方向（→）と空荷方向で顕著に違う、過積載に
よる道路損傷の結果である。

 
図 4.1 過積載と路面損傷「エ」国の実例 

 

4.4.2 有効性 

1) 既設計測所の効果 

既設荷重計（単軸）を本プロジェクトで複数軸同時計測が可能な荷重計に置き換え

ることで、6 軸トレーラーの計測時間が、180 秒から 10 秒へ短縮される。また計測結

果の記録、出力をマニュアルから電子化することにより、さらなる「計測＋待ち」時

間の短縮が期待される。 

2) 新設計測所の効果 

本プロジェクトで新設される計測所により、過積載規制が既設計測所により規制さ

れていた約 3,000 ㎞に加えて約 3,200 ㎞の区間が強化され約 6,200km となる。これは全

舗装道路 9,875 ㎞の約 60％である。 

表 4.1 に有効性をまとめる。 

 

表 4.1 定量的効果 

指標名 基準値（2012 年） 目標値（2018 年【事業完成 3 年後】）

計測時間（秒／台） 180 10 
過積載規制強化区間（km） 約 3,000 約 6,200 
出典：準備調査団 
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計画管理 伊勢 大樹 JICA 経済基盤開発部 運輸交通・情報通信二課 
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3. 関係者（面会者）リスト 
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Okubo Takehiro 参事官 
笹木 和彦 経済班二等書記官 
Hakuno Tomoyuki 安全担当 

 
(2) JICA エチオピア事務所 
神 公明 所長 
木村 卓三郎 次長 
市川 祐一 職員 

 
(3) エチオピア道路公社（ERA） 

Headquarter 
Mr. Zaid Wolde Gebriel Director General 



Mr. Haddis Tesfaye Deputy Director General 
Mr. G / Anaria Tsadile Road Asset Management 
Mr. Yosef Yamiru Project Coordinator, Junior, Road Asset Management, 
Mr. Amede Muhye Junior, Road Asset Management, 
Ms. Danait Andom Junior, Road Asset Management, 
Ms. Sara Behailu Road asset management, Junior engineer 
Mr.Sisay Abebe Senior Assistant Engineer, Road management team 
RNMD (Road Network Management Directorate) 
Mr. Nedew Nigussie Acting Director, Diredawa RNMD 
Mr. Derese Esheti Engineer, Dire Dawa RNMD 
Mr. Matiyos Kaseye Engineer, Dire Dawa RNMD 
Mr. Nugusie Sheribu Director, Combolcha RNMD 
Mr. Biruk Tekle Engineer, Combolcha RNMD 
Mr. Frezer Mamo Junior Engineer, Combolcha RNMD 
Mr. Bogale Shferaw Director, Jimma RNMD 
Mr. Ayele Bogale Engineer, Vehicle siza & Axle Load management Team (Jimma)   
Mr. Chala Associat Engineer, Nekemte RNMD 
Mr. Negero Belay Nekemte RNMD 
Gemecuis Teina Nekemte RNMD 
Mr. Mulisken Zergaw Shashemene RNMD 
Mr. Hailemariom Testoy Director, Mekele RNMD 
Mr. Gashaw Debre Markos 
  
Mr. Getachew Assefa Capten of Shashemene station 
  
Mr.Abraham ERA Gonder branch, Acting director 
Mr.Shiferawi Abebe Alemgena weighbridge station, supervisor 
Axle Load Team 
Mr. Habtom / lagetom Dikesoen Hadl Team Leader of Axle Load Team 
Mr. Worku Mekonnen Administrative Assistant 
Mr. Dereb H/ masiam Electronics Technician 
Planning and Programming Management Directorate 
Mr. Daniel Mengestie Director, Planning and Programming Management Directoriate 
Mr. Kefargachew Kassahva Vice Leader/Lead Hydrologist, Environmental and Social Management 

Branch 
Mr. Teshome Cheru Lead Socio-environmentalist, Environmental and Social Management 

Branch 

(4) エチオピア国貿易省（Ministry of Trade) 
Mr. Erasu Adugna Technician, Standardization Organization 

 

(5) 建機・車両レンタル会社 
Mr. Muiugeat Representative 

 

(6) 砕石業者 
Mr. Kebede Retta Representative, BH Trading and Manufacturing PLC. 

 

(7) 移転住民 
Mr. Shimaris Ahbatas Representative, PAPs, Combolcha 

 

地方行政関係者 



Mr. Kalid Ahmed Woreda Administration Expert, Haramaya Woreda 
Mr. Fufa Wakgori Vice Head of Rural Road, Haramaya Woreda 
Mr. Zeiere Abdefe Vice Hear of Administration and Agriculture, Haramaya Woreda  
Ms. Firehiwot Tesfaye Chief Engineer, Haramaya Woreda 

 

  



4. 討議議事録（Ｍ／Ｄ） 
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5. 収集資料リスト 

調査名：エチオピア国 道路損傷機材整備計画準備調査 

番号 名称 形態 オリジナル 
・コピー 発行機関 発行年 

1 

Inception Final of Consultancy 
Service for the Design and 

Implementation of Modern Axle 
Load Control System 

図書 コピー ERA 2013 年 

2 Modernizations and 
Transportation Initiative 図書 コピー MOT 2013 年 

3 
Final Report of National 

Transport Master Plan Study 
Apendix 1.7 

図書 コピー エチオピア国
（EU 支援） 2008 年 

4 
Assessment of 15 Years 

Performance of Road Sector 
Development Program 

図書 コピー ERA 2013 年 

5 Draft Road Safety Audit Manual 図書 オリジナル ERA 2004 年 
 

 

 

  



6. その他の資料・情報 

(1) 現地踏査 

全対象箇所 19 箇所を現地踏査した。1)～3)が新設箇所、4)～14）が移設を含む既設箇

所、15)～19)が ERA 自己資金による建設を含む、本プロジェクト対象外となった候補箇

所である。 

 

1) クイハ（新設） 

2) ティク 2 箇所（新設） 

3) ウォレタ（新設） 

4) コンボルチャ（移設） 

5) セメラ（既設） 

6) デンゲゴ（移設） 

7) アワシュ（移設） 

8) モジョ（既設） 

9) シャシャマネ（移設） 

10) ジンマ（既設） 

11) アレムゲナ（移設） 

12) ホレタ（既設） 

13) スルルタ（既設） 

14) センダファ（既設） 

15) ジグジガ（対象外） 

16) ヤベロ（対象外） 

17) ネケムト（対象外、ERA 自己資金） 

18) アソサ（対象外、ERA 自己資金） 

19) アンバゲオルギス（対象外） 
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(2) 交通調査結果 

1) 交通量調査 

・調査箇所：新設候補 9 箇所 

・調査時間：12 時間 

・調査日数：平日 1 日 

・車種：8 車種 

 

表 6-1 交通量調査結果概要 

 
 

2) 簡易 OD 調査 

大型トラックのドライバーに、荷物の OD（起終点）を中心としたインタビュー調査を

行った。 

・調査箇所：新設候補 9 箇所 

・サンプル数：各地点 100 サンプルを目標とした。ただし、交通量が少ない Asosa、Yabelo

はこれを下回った。 

 

表 6-2 インタビュー調査サンプル数 

Semera Amba Giyorgis Asosa Yabelo Quiha Jigjiga Bure Woreta Nekemte
103 105 23 48 104 102 91 94 101

 

  

No Station Road Section Cars
Land
Rover Small Bus

large
Bus Small Trk

Medium
Truck

Heavy
Truck

Truck
Trailer Total

1 Bure Bure - Bahirdar 42 41 45 41 13 26 8 216
Bahirdar -Bure 47 41 44 39 8 25 10 214

2 Mekelle Mechiaw- Mekelle 7 164 235 32 90 50 80 105 763
Mekelle - Mechiaw 16 246 248 25 93 43 68 127 866

3 Jijiga Harar - Jijiga 42 127 18 42 92 115 101 38 575
Jijiga - Harar 72 102 28 65 112 68 129 15 591

4 Semera Semara - Asseb 7 341 283 14 24 21 18 445 1153
Asseb - Semera 10 269 218 10 19 17 25 595 1163

5 Yabello Yabello - Mega 50 40 9 17 13 2 131
Mega - Moyale 49 36 10 10 8 7 120

6 Nekemte Bako - Nekemte 9 77 102 14 27 18 16 26 289
Nekemte - Bako 4 83 97 9 19 4 13 20 249

7 Asosa Nejo - Asosa 1 144 70 16 15 5 5 2 258
Asosa - Nejo 2 119 45 8 14 4 4 2 198

8 Amba Giyorgis Bahirdar - Gonder 31 106 195 12 67 56 64 77 608
Gonder - Bahirdar 26 120 200 23 64 51 63 75 622

9 Woreta Woreta - Woldiya 4 85 136 9 21 5 29 20 309
Woldiya - Woreta 4 98 144 11 53 3 25 33 371



3) 調査結果 

① 貨物品目 

全体では、建設資材（Construction Materials）が最も多く、次いで、その他農産物（Other 

Agricultural Products）が多い。Quiha は、近隣の Mekele 市内の建設が盛んであるため、

特に建設資材の割合が高く、Yabelo、Nekemte、Asosa は、その他農産物の割合が最も

高い。Semera、Amba Giyorgis、Asosa は、石油（Fuel or oil）の割合が比較的高い。 

 

 
出典：準備調査団 

図 6-1 貨物品目の構成比 
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② 通過した軸重計測所 

既存の軸重計測所を通過した回数をインタビューした結果、各調査箇所で 80%以上

が 0 箇所と回答しており、軸重計測所を設置することによる捕捉率の増加効果がいず

れの地点でも認められる。 

 

 
出典：準備調査団 

図 6-2 通過した既存の軸重計測所数の構成比 

 

③ 平均輸送時間 

平均輸送時間は下表の通り。最大は Quiha の 26.7 時間で、最小は Jigjiga の 8.8 時間

である。 

表 6-3 平均輸送時間 

Stations 
Average Travel Hours 

(Hours) 
Semera 26.5 
Amba Giyorgis 26.6 
Asosa 18.3 
Yabelo 13.6 
Quiha 26.7 
Jigjiga 8.8 
Bure 13.8 
Woreta 14.4 
Nekemte 17.2 
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(3) 環境社会配慮分野 各種モニタリング・フォーム（案）集 

Monitoring Formats for Environmental and Social Consideration 

1) Draft of Monitoring Indicators Format for Monitoring of the Resettlement Process 
Monitoring input Output Responsible 

Body 
A.  Financial Progress  

Amount disbursed for structure compensation  Compensation  - ROWT 
and ESMT 
from ERA, 
- Regional 
Finance and 
Economic 
Developme
nt Bureau 

Amount disbursed for the acquisition of other 
assets  

Compensation 

Amount disbursed for transitional assistance  Assistance  

Amount of shifting allowance (tenants included)  Assistance  

Fee paid to external evaluation agency  Monitoring  

Fee paid to NGO for HIV/AIDS Project support cost  

B. Physical Progress  

Total land required  Acquisition  - ROWT 
and ESMT 
from ERA, 
- Regional 
Finance and 
Economic 
Developme
nt Bureau  

Number of PAPs whose residential structures were 
acquired and demolished  

Compensation 

Number of PAPs whose commercial structures 
were acquired and demolished. 

Compensation  

Number of PAPs who received transitional 
allowance  

Economic rehabilitation 

Number of PAPs who received shifting allowance Relocation  

Number of PAPs who received shifting allowance Relocation  

C. Participation of Stakeholders 

Number of meetings for dissemination of 
information on R&R 

Awareness about the project  - ROWT 
and ESMT 
from ERA, 
- Regional 
Finance and 
Economic 
Developme
nt Bureau 

Number of PAPs approaching the RIC, Local 
Government and got grievances Committees. 

Grievances resolved/unresolved  

Selection of resettlement sites Decision making by the PAPs 

Number of PAPs self-relocated  Decision making by the PAPs  

Number of women PAPs deciding the relocation 
site  

Minimizing impact on women 

Number of women PAPs gainfully  employed  Increased opportunity for women  

Number of PAPs moving the court  Implementation of the 
resettlement within the time frame  



Monitoring input Output Responsible 
Body 

Total area, number of structures, and PAPs saved 
from the negative impact during implementation  

Minimizing negative social 
impacts  

2) Draft of Indicators Format for the ERA Evaluation 

Type Indicator Examples of Variables Responsible 
body 

Impact 
indicator  

Household Earning 
capacity  

 Employment status of economically active 
member; 

 Landholding size, area cultivated and 
production volume by crop 

 Changes to income earning activates- pre-and 
post-project 

 Amount and balance in income and 
expenditure  
 

External 
Consultant  

Change to status of 
Women  

 Participation in training programs 
 Use of credit facilities ( if any) 
 Participation in road constructions 
 Participation in commercial enterprise 

 

External 
Consultant 

Change to status 
 of Children 

 School enrolment rates – males and females  
 School attendance rates-males and females 

  

External 
Consultant 

Estimated  cost  (sum)              10,000 EBR                                         

 



3) Monitoring Items during the Construction Phase 
The latest result of below monitoring items shall be submitted to JICA or its designated entity as part of Quarterly Progress Report throughout the weighbridge 
construction phase. 
 
1. Comments from the Public, and Response of and Actions taken(to be taken) by ERA 
Monitoring Item Monitoring Results during Report Period 
Number and contents of formal comments made by the 
public 

 

Number and contents of responses from ERA and/or 
Government agencies 

 

 
2. Pollution 

Item Unit Measured 
Value (Mean)

Measured 
Value(Max) 

Country's 
Standards 

Standard for 
Contract 

Referred Internationa
Contract Measurement Point Frequency* 

2.1 Air Quality (Ambient Air Quality) 
Dust         

2.3 Noise 
Noise Level         

* Considering estimated timeframe of the construction work (three to four months) the Frequency will be whichever suitable between (i) quarterly basis or (ii) what set out in the contract. 
 
3. Social Environment 

Monitoring Item Monitoring Results during the 
Report Period 

Preliminary Arrangement and 
Measures to be Taken Frequency 

3.1 HIV and other STD  Awareness creation of workers At the commencement of the 
construction work 

 Distribution of condoms Daily during the construction 
3.2 Working Hours  Pre-agreed time (8:00 – 17:00) Daily during the construction 
 
4. Traffic Safety  
4.1 Safety Measures 

Monitoring Item Monitoring Results during the Report 
Period Measures to be Taken Frequency 

Condition of Traffic Signs   Daily during the construction 



4) Monitoring Items for the First two years of Operation Phase 
The latest result of below monitoring items shall be submitted to JICA on a biannual basis for the first two years operation phase. 
 
1. Comments from the Public, and Response of and Actions taken(to be taken) by ERA 

Monitoring Item Monitoring results during reporting period Frequency 

Number and contents of formal comments made by the 

public upon receipt of 

comments/complaints Number and contents of formal responses from ERA and/or 

government agencies 

 

2. Social Environment 

Monitoring Item 
Monitoring results during 

reporting period 
Preliminary Arrangement and 

Measures to be Taken Frequency 

HIV/AIDS and other STDs Distribution of condoms Annually 

 
3. Traffic Safety 

Monitoring Item 
Monitoring results during 

reporting period 
Measures to be taken Frequency 

Condition of traffic signals & weighbridge facilities 
Maintenance in every six 
month 
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